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                議 事 日 程 （第 ５ 号） 

 

平成２７年３月１２日（木曜日）  午前１０時 開議（予算審査特別委員会） 

 

 日程第 １ ※予算審査特別委員会                                

       議第 ９号 平成２７年度遊佐町一般会計予算                     

       議第１０号 平成２７年度遊佐町国民健康保険特別会計予算               

       議第１１号 平成２７年度遊佐町簡易水道特別会計予算                 

       議第１２号 平成２７年度遊佐町公共下水道事業特別会計予算              

       議第１３号 平成２７年度遊佐町地域集落排水事業特別会計予算             

       議第１４号 平成２７年度遊佐町介護保険特別会計予算                 

       議第１５号 平成２７年度遊佐町後期高齢者医療特別会計予算              

       議第１６号 平成２７年度遊佐町水道事業会計予算                   

 

                       ☆  

 

                  本日の会議に付した事件 

 

（議事日程第５号に同じ） 

 

                       ☆  

 

                 出 欠 席 委 員 氏 名 

 

応招委員  １２名 

 

出席委員  １２名 

     １番   筒  井  義  昭  君      ２番   髙  橋  久  一  君 

     ３番   髙  橋     透  君      ４番   土  門  勝  子  君 

     ５番   赤  塚  英  一  君      ６番   阿  部  満  吉  君 

     ７番   佐  藤  智  則  君      ９番   土  門  治  明  君 

    １０番   斎  藤  弥 志 夫  君     １１番   堀     満  弥  君 

        １２番   那  須  良  太  君     １３番   伊  藤  マ ツ 子  君 

 

欠席委員   なし 
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                       ☆  

 

                 説明のため出席した者職氏名 

 

 町     長  時  田  博  機  君   副 町 長  本  宮  茂  樹  君 

 総 務 課 長  菅  原     聡  君   企 画 課 長  池  田  与 四 也  君 

 産 業 課 長  堀        修  君   地域生活課長  川  俣  雄  二  君 

 健康福祉課長  本  間  康  弘  君   町 民 課 長  渡  会  隆  志  君 

 会 計 管 理 者  富  樫  博  樹  君   教 育 委 員 長  渡  邉  宗  谷  君 
                          教 育 委 員 会                 教 育 長  那  須  栄  一  君            髙  橋     務  君                           教 育 課 長                
                                                    農 業 委 員 会                 農業委員会会長  髙  橋  正  樹  君                        佐  藤     充  君 
                                                    会 長 代 理                
 選挙管理委員会                          佐  藤  正  喜  君      代表監査委員  金  野  周  悦  君  委 員 長 
  
                       ☆  
 
                 出 席 し た 事 務 局 職 員 

 

  局  長  佐 藤 源 市   次  長  佐 藤 光 弥   書  記  佐 藤 利 信 
  
                       ☆  

 

                 予 算 審 査 特 別 委 員 会 

 

委員長（那須良太君）  おはようございます。ただいまより予算審査特別委員会を開会いたします。 

  （午前１０時） 

委員長（那須良太君）  ３月６日の本会議において予算審査特別委員会委員長に指名されましたが、何分

ふなれでありますので、よろしくご協力をお願い申し上げます。 

  本日の委員の出席状況は、全員出席しております。 

  なお、説明員としては全員出席しておりますので、ご報告いたします。 

  定例会から本特別委員会に審査を付託されました事件は、議第９号 平成27年度遊佐町一般会計予算、

議第10号 平成27年度遊佐町国民健康保険特別会計予算、議第11号 平成27年度遊佐町簡易水道特別会計

予算、議第12号 平成27年度遊佐町公共下水道事業特別会計予算、議第13号 平成27年度遊佐町地域集落

排水事業特別会計予算、議第14号 平成27年度遊佐町介護保険特別会計予算、議第15号 平成27年度遊佐

町後期高齢者医療特別会計予算、議第16号 平成27年度遊佐町水道事業会計予算、以上８件であります。 

  お諮りいたします。８議案を一括して審査したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

委員長（那須良太君）  ご異議ないようですので、一括して審査することにいたします。 
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  質疑に際しましては簡明にお願いいたします。また、当局の答弁も同様、審査の進行にご協力をお願い

いたします。 

  予算の審議に入ります。 

  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  予算審議に私のほうから少し聞き取りをしたいと思いますので、お願いいたし

ます。また一番最初になりましたけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、17ページの国庫補助金の総務費国庫補助金、総務管理費補助金、金額で３億1,433万6,000円とな

っておりますが、この中で番号制度システム改修補助金、これが1,953万6,000円というふうにしてなって

おりますが、この補助金は多分31ページの電子計算費の委託料のシステム改修委託料等の中に、これは

5,885万円ですが、この中に入っているのかどうなのか、また別なところに入っているのかどうなのか、そ

の辺お尋ねしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  お答えいたします。 

  番号制度のシステム改修ということで、歳入のほうで国庫補助金1,953万6,000円入っておりますが、こ

れにつきましてはこれまでも番号制度の導入にかかわりましてシステム改修を進めてきたわけであります

けれども、平成27年度においても関連のシステム改修の費用につきまして歳出、ただいまご指摘ございま

した予算書の31ページのシステム改修委託料の中に含まれております。番号制度システム改修等事業費と

して支出する部分に国庫補助という形で入るものであります。ここの13の委託料の中にはかなり多くのシ

ステム改修費、あるいは委託料等々が含まれておりまして、全部で９項目ですか、入っておりまして、そ

の中のシステム改修委託ということで番号制度のシステム改修もここに含まれておるわけですけれども、

大きくは電算機器の管理委託だとか、あるいは住基システムの管理、それから地域イントラネット、ある

いは地域情報基盤管理費等々含めたトータルの額が5,885万円という形になっておりますけれども、番号制

度の事業費につきましては2,260万円を予定をしておるところでございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  2,260万円の予算化が、この中に番号制度の委託料が入っているというふうな、

そういう答弁でありましたが、そうすると概要にも載っておりましたけれども、概要では2,913万6,000円

となっておりました。それで、960万円分が町の負担というふうにして載っておりましたけれども、多少

数字の差があるということは今ここで認識をいたしました。なぜこれは町の負担分があるのか。本来であ

ればこういうシステム改修に関しては、大半は国の負担等ですべきものではないかなというふうにして思

います。現にそういう方向でたしか進められてきたと思うのです。今回これに限っては町の負担分がある

というふうなことになりますので、この町の負担分にはどういうものが負担をしなければいけないという

ふうにして示されているのかお聞きいたします。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  前もこの関係に関してはご質問いただいておりまして、システムの改修につき

まして対象外の部分、つまりカスタマイズということで、その地方自治体の独自のシステムを導入してい

るわけでありますけれども、そこの使い勝手のよい改修の部分もこちら側では対応しなければならないと
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いうことで、少し自己負担の部分も出ますというようなご説明を前回の12月議会のときにもお答えをした

と思いますが、そういう形で一部自己負担をしているというところと、もう一つはそれ以外にも今システ

ム改修ということでお話を申しましたけれども、システム改修につきましては資料作成等々、こちらのほ

うでも導入する際にさまざまの資料作成もしなければならないという部分も若干加えまして、先ほどの事

業費プラス自治体の負担の部分が出ているという形でございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  事情は一定の部分については理解ができました。 

  そこで、新年度でいわゆる国民総背番号制、このことについて新年度の事業としては改修もあるわけで

すが、やらなければいけない事業があります。そのことについて説明お願いしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  まず、番号制がいかなるものかというようなことで住民の方々に周知をする作

業が必要かと思っております。それについては今回の予算書の中で需用費の中の印刷費、ここに90万円ほ

ど予算計上をさせていただいておりますけれども、番号制度関係の住民向けのパンフレット、これを全戸

配布をさせていただきたいというようなことで90万円ほど予算計上をさせていただいております。さら

に、スケジュールからいけば10月からいろんな制度が始まってくることになりますので、さまざまの通信

運搬費等々、住民に対する周知のための通信運搬費についても見込んでいるという状況でございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  住民周知を今年度はしていくというふうなお話もありましたが、10月からは制

度が始まるので、それにかかわるものが必要になってくるというふうな説明がありました。私ちょっと体

調が悪かったものですから、余り勉強していないのですが、きのうの調査についても聞き取りができずに

いましたので、多少私の持っている認識と実態とはちょっと違うこともあるのかなというふうにして思い

ますが、少しお尋ねいたします。 

  10月から制度開始によって、こういう制度が始まりましたので、この制度にのっとってカード申請をし

ませんかというふうなものは今年度に始まるのではないですか。その辺お尋ねいたします。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  ことしの10月から住民票に登録をされた住所のところに通知カードが送付をさ

れるということでございます。通知カードを受けられた方については、市町村の窓口において個人番号カ

ードの交付を受けることができるという形になります。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  10月から着々とこの番号制度が住民に直接的にかかわっていくというふうな説

明をいただきました。私は、以前にこの事業は大変な問題を抱えているのではないかという話をしました。

これは、大変危険度が高いというお話をいたしました。これは、この間テレビ報道でわずかな時間でした

が、やっていました。今国は、金融機関も含めて、いわゆる通帳等、そういったものを含めてこの番号制

度に乗せたいというふうな方向を考えているようです。私が一番心配しているところはそこだというふう

なお話を申し上げました。これが本当にやられてしまうと個人情報が漏れて、そこから通帳から個人の財

産を抜き取られるのではないかと、そういうお話を申し上げましたが、こういった問題は少し先の話にな
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る可能性があるだろうというふうにしては認識をしております。しかしながら、万が一この問題だけでは

なくて、個人情報が漏れたという場合においては一体誰が責任をとるのかという話もたしか申し上げたよ

うな記憶があります。多分何か起きた場合は一番最初に苦情来るのは行政、いわゆる市町村の末端の遊佐

町役場に来るであろうなというふうにして思いますので、苦情処理に対してのＱアンドＡというのは持ち

合わせているのか、国からそういうものは来ているのかどうなのか。それとも、今後そういうものが来る

予定であるのかどうなのか、その辺お尋ねいたします。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  ちょっと今の段階で私の手元には届いていませんので、確認させていただきた

いと思います。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  それは、ぜひ確認をしていただきたいなというふうにして思います。私は、こ

れは一番危機感を感じておりますので、よろしくお願いしたいというふうにして思います。 

  これは、個人の番号については企業関係も持つわけですので、これはたしか決まっていますよね。です

から、個人の情報が際限なく氾濫していく可能性があるのだということは、これは住民の皆さんからも私

は認識をしていただかなければいけないと思うのです。そのことについてはパンフレットには載るのかど

うなのか、その辺お尋ねいたします。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  現段階ではまだ予算措置というような段階でありますので、その内容の原稿に

ついてはこれからの作成でございますので、その中で必要な部分があればそこに掲載をしていくという形

になろうかと思います。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  必要な部分があれば掲載をしたいというお話がありました。私は、これは、こ

ういう危機的なものがあるのだということは、やっぱり町民は認識をすべきだろうなというふうにして思

いますので、その辺をよろしくお願いしたいと。法律行為ですので、行政は矛盾があろうが、危機感があ

ろうが、やらざるを得ないというふうなことであるとは認識をしておりますが、そういうふうな大変な事

態が発生する可能性があるのだと、ゼロではないのだというふうなことについてはよろしくお願いしたい

と思います。 

  次に入ります。29ページです。29ページの企画費の中で賃金が、７節賃金です。165万2,000円、臨時職

員雇い上げ賃金等。これ前年度は5,000円だったと思いますので、この等も含めて、この内容について説明

いただきます。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  お答えをいたします。 

  賃金165万2,000円の内訳でございますが、ふるさと納税の事務に係る６時間パート職員の雇い上げ分が

164万7,000円、そして例年5,000円と計上してきました、これは会場整理に係る雇い上げ賃金です。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 
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１３番（伊藤マツ子君）  今総務から企画課に入りましたけれども、時間的な都合を考えまして企画に入

ったのですが、時間があれば再度総務のほうにお聞きすることもあろうかと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。それから、また時間があれば町民課長にもお尋ねしたいという部分もありますので、

よろしくお願いいたします。 

  今ふるさと納税に係るものだというふうな説明がありましたので、そのことについては理解をいたしま

した。 

  この企画の関係でいわゆる岩石採取に係る費用というのは計上されているのかされていないのかお尋ね

をします。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  お答えをいたします。 

  臂曲の岩石採取事業に係るいわば事業監理委員会の監視事務、所管になろうかと思いますが、30ページ

になりますが、委託料3,407万5,000円のうちに業務委託料といたしまして335万円計上しておりまして、

またその内訳といたしまして２項目、吉出山の公有地化交渉業務65万円、それから横堰水位観測調査67万

円、この２点を岩石採取事業関連として計上させていただいております。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  この委託料の中に公有地化の交渉についての分が計上されているというふうな

説明がありましたので、あわせて答弁されるかどうか別にして、議会の責任としてお聞きをしておかなく

てはならない部分もあろうかと思いますので、お尋ねいたします。 

  まず、去年の６月に予算措置をされました180万円強のコンサル料がありましたが、このコンサルの仕

事は多分３月いっぱいで終わるのではないかなというふうにして思うのですが、当年度予算ですので、と

いうふうに理解しておりますが、それ以上のコンサルへの委託というのはないというふうにして認識をし

てよろしいわけですか。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  お見込みのとおりでございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  そのように認識をしてよろしいというふうなお話がありましたので、そうする

と既に大半の重要な部分についてはある一定の結論が出ている可能性があるのではないかというふうに想

像いたします。そして、コンサルで出されたもの、特に数字についてでありますが、これは新年度でそれ

らを土台にして交渉するということでしょう。そういうふうなものをここに、交渉の65万円はそれを土台

にした交渉をしていくというふうに認識してよろしいわけですね。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  ただいまの件に関しましてもお見込みのとおりであります。ただ、もっと正

確に言えば新年度とつけ加えられましたが、これは今年度中に報告を受け、検査、検収をするものでござ

います。速やかにその結果をベースにした交渉に入っていこうという姿勢でおります。 

  以上です。 
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委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  結果が、コンサルから出された結果についても、多分これも秘密事項に当たる

ことであり、議会等にはその内容については報告はしないものとすることになっているのでしょう。そう

理解してよろしいわけですね。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  ただいまの件に関してもお見込みのとおりでございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  お見込みのとおりと言われましたので、お見込みのとおりで進められていくと、

そういう認識をいたしました。そして、その後が一番の本題になるわけです。公有地化について、あくま

でもコンサルが出した数字はコンサルが出した数字だと、業者から見ればこれでは不足だというふうなこ

とが言われた場合にはコンサルで出した金額よりも、交渉ですので、上乗せをして出されていくという、

金額が上乗せをされていく可能性もあるというふうにして認識をしてよろしいのか。それとも、町として

はコンサルでこれだけの金額が出されたので、この範囲の中で進めていただきたいというふうなことにな

るのかどうなのか、その辺お尋ねいたします。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  これまでも何度も申し上げてきましたとおりコンサルに委託して出される数

値的な結果は、制度といいますか、ルールにのっとって適正に厳格にはじき出されるものでございます。

その数字をたたき台にして交渉するということになります。これが大原則でありますが、ただ各項目の読

み取り方は必ずしも固定ではない。いろんな条件に基づいてランクづけされていきますので、これからの

交渉の段階、段階、状況、状況でその数字をどの段階に抑えるかと、どのランクに抑えるかでも交渉に上

げる数値が変更していくということもありますので、そこを代理人を通じて適切に交渉すると。そして、

また有利にという言い方もちょっと語弊がありますが、あたら町民の税金が傷むことがないように、そこ

はしっかりと適切に対応していくというものであろうかと思います。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  今のお話ですと、ルールにのっとったものがコンサルからは出てくると。しか

しながら、ルールとはいっても、段階的にいろいろあると、場合によってはその段階、段階で交渉してい

く可能性もあると。その段階とは何かというのは、ちょっと私きょうはそういった資料、たしか私の中に

は持ち合わせておりませんけれども、持ち合わせてないというふうにして思いましたが、ではその段階と

は一体何を示すのかということをお尋ねいたします。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  我々の思いとしましては、我々といいますか、皆さんもそうだと理解してお

ります。町民の皆さんも、あるいは環境保全の団体の皆さんも一刻も早くこの問題を解決をするために、

速やかに交渉事が成立するということを望んでおるのだと思います。ですから、なるべく早いうちに買収

が調うようにしていきたいと思います。時期的に、ですからどの段階でお互いの歩み寄りがなるのかとい

う時期的なものが一番大きいかなと思います。事営業の補償でございますので、先ほど申し上げましたと
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おり時間が経過することによって変動する数値要素がございますので、一番大きくはそういった時間経過

の問題があろうかと思います。我々といたしましては、とにかく早期にこの交渉事がなるように頑張って

いきたいというふうに思います。数値的にも幾らでも有利に事が運ぶように対応していきたいなというふ

うに思っております。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  今の説明でちょっと理解しにくかったのですが、交渉事が長引くとそれだけ金

額的なものがふえていくと、購入価格が増額されると、そういうふうに受けとめてよろしいのか。違うの

であればもう一度説明お願いしたいと思います。 

  そして、あわせて公有地化交渉は直接町が業者と進めていくというふうにして認識してよろしいわけで

すよね。その辺２点お尋ねいたします。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  お答えいたします。 

  先ほどふえるとか減るとかというお話はしませんでした。変動する要素があるということで、極端な話

申し上げますれば事業が完全に終了してからと今、あしたという段階とでは状況が全く違うわけです。そ

ういった時期的な状況変化ということを考えていただければ、ちょっと極端な例になりますが、事営業補

償に関してはそういった性質のものであろうかなと思っております。そういうことで、町が前面に立って、

責任を持って対応してまいります。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  わかりました。 

  私は、ちょっともう一点お尋ねしたいのは、今年度になるのか、来年度になるのかわかりませんけれど

も、交渉が成立をしたとした場合には多分どういう購入の仕方をするかというふうなこともあるわけです

が、多分億の金が必要であろうなというふうにして認識をしておりますが、これは総務にかかわるかなと

思うのですが、これは生金で動いていくわけですよね。生金という言葉、町の全く補助金なしのお金、独

自財源で出ていくものであろうなというふうにして認識をしておりますが、これは購入する場合において

は多分起債を起こすことにならざるを得ないだろうなというふうにして認識をしております。その場合に

過疎債の対象にはならないのではないかというふうにして認識をしておりますが、その辺のことを答弁願

います。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  財源措置に関しましては総務課長のほうから答弁していただきますが、まず

１点、この間も若干お話をさせていただきました。天文学的な数字という話の中で、その言葉尻を捉える

つもりはないのですが、やはり一般の皆さんが天文学的な数字と聞いたときどう捉えるか、何桁までいう

かということが一般的な常識としてあるわけでありますので、これが天文学的な数字だと断定、断言され

るとやはり誤解を生むと思うのです。言葉がひとり歩きすると思うのです。今の億の金が必要だというお

話も全く根拠がないのではないかなと思うのです。根拠があればお願いしたいところでありますが、その
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辺は我々もそうですが、言葉遣いに慎重でありたいなと思うところであります。残念ながら数字のことは

今云々できないわけでございますが、町の独自財源でということが基本となりますが、これは町民の方々

のお話を一例をちょっと申し上げます。紹介をさせていただきますと、一昨年の環境保全団体だとか町民

説明会の中ではなかったのですが、そういう会議を終えますとその団体の皆さんからも、団体の長の皆さ

ん方々からも、一部ではありますが、自分らも協力したいと、幾ばくにもならないけれども、我々も協力

したいというようなありがたいお言葉もいただいております。基本は町民の皆さんからということで一般

財源で対応していくと、これが基本となりますが、そういったご寄附といいますか、浄財をいただくとい

うことも含めてそのような対応に、浄財をいただけるかどうかはこれは全く未知数な話でありますが、そ

のようなことを基本として、念頭に置いて用地交渉に当たっていきたいというものであります。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  今この間の私の質問のときに天文学的な数字になるのではないかと、天文学的

な数字にはならないというふうな答弁があり、私は天文学的な数字というのは数千万円でも天文学的な数

字に値するというふうな、そういうお話を申し上げました。200万円の収入で、これを2,000万円の収入を

得るには10年間ですか、かかります。仮に5,000万円としたってその倍以上かかるわけです。そういう視

点から見ると、町民の目線で言うと私は天文学的な数字と言ってもいいのではないかと。執行部の皆さん

方は、大きな数字を動かしていますので、私から言わせると、申しわけないけれども、感覚的なものが一

般住民とは違うのではないかというふうにして私は思います。そして、独自財源で進めていくということ

では、多分借り入れ発行を町としてせざるを得ない金額であろうなというふうにして思います。また、忘

れましたので、とりあえず答弁求めます。その間に思い出します。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  町民目線に立っての行政運営を我々もしているつもりであります。とはいえ

天文学的な数字という表現とは相入れないというふうに思っております。済みません。答弁になっている

か、なっていないかわかりませんが、以上です。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  お答えします。 

  過疎債の適用になるかならないかということについては、具体的に調べたということはないのですけれ

ども、恐らくは先ほど企画課長のほうからもありましたように独自財源、一般財源で、過疎債の適用にな

らない形での対応になるのではないかということで見ておりますけれども。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  思い出しました。多分億の金が私は出ていくだろうなというふうにして思って

いますが、どうも企画課長はそういう認識ではないようでありますけれども、この間申し上げましたよう

に共存の森の金額、あれは11町歩です。あの金額に照らした場合には48町歩全部購入したときには5,000万

円。もしかしたら臂曲地区は、課長の答弁によりますと近年200円で購入したところもあるというふうな

答弁をされていますので、そうするとあの共存の森の購入の平米単価よりも高い金額になっているのです。

あれたしか80円台だったのではないかというふうに認識をしておりますので、単純に土地を購入する場合
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は近傍の価格をある一定前提にします。そうすると、5,000万円を下らない、もっといくのではないかなと

いうふうにして私は認識をしております。その上に営業補償ですので、単純に考えれば１億円いくのでは

ないのですか、超えるのではないのですかと私は思いますので、これを議論しても簡単に答弁はしないと

思いますので、この議論はそういう思いを伝えて、私の企画課長への質問はもう一つあったのですが、時

間的な問題もありますので、企画課長への質問はこれで終了したいと思います。 

  そして、41ページを開いていただきたいと思います。議長から冷静に、冷静にと言われていますので、

きょうは冷静になって質疑をしておるつもりでありますけれども、これからもわかりませんけれども、

41ページに、これは児童福祉施設費の中で20節の扶助費があります。これは、6,331万2,000円、施設型給

付費等というふうにしてなっておりますが、これは一体何を示しているのかお尋ねいたします。 

委員長（那須良太君）  本間健康福祉課長。 

健康福祉課長（本間康弘君）  施設型給付費の6,331万2,000円分の内容でございますけれども、今回27年

度から子ども・子育て新制度が始まっていく中で、認定こども園、それから通常の保育園というような制

度に入っていくことになります。今現在杉の子さんのほうで認定こども園というようなことで、指定を受

けるべく、今申請の段階でございますけれども、27年度からはそのようなことで運営をしていくというよ

うな方向性が示されております。そういった中で、これまで幼稚園ということになると、民間の幼稚園と

いうことであったときには幼稚園利用料というのは一定の金額というようなことでございました。ところ

が、新制度、認定こども園ということで進むことになりますと、利用者の利用料につきましては町のほう

でこれまでの保育園入園者の利用料と同じような、いわゆる所得絡みの計算をして、利用料を決定してい

くというようなことになります。そうした中で国がその上限、いわゆる公定価格と申しますけれども、そ

れを国が示すわけでございます。それに基づいて町として利用料を算出しまして、その保護者、入園の請

求を行うわけでございますけれども、公定価格と、それから利用料金、保護者からの利用料金いただきま

すけれども、その金額を差し引いた額を認定こども園のほうに町のほうから、国にもなりますけれども、

町のほうから給付すると、助成していくというような金額がここに１つ盛られております。 

  それから、もう一つは町外の私立保育所への入所についての助成も町のほうからやるわけですけれども、

この給付費についても6,331万2,000円の中に入っていくということでございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  要するに公定価格に基づいた利用料を差し引いた分についてのものを認定こど

も園の施設に支払うと、そういう認識でよろしいのだというふうにして思うのですが、今最後に町外私立

保育所へのことが言われました。これ両方の金額がどの程度の差があるのか、どの程度の金額になってい

るのかお聞きをしたいのと町外私立保育所というのは、これは町外ですから、酒田市等になるのだろうと

思うのですが、これはもう少しどういう意味なのかを説明願いたいと思います。 

委員長（那須良太君）  本間健康福祉課長。 

健康福祉課長（本間康弘君）  申し上げます。 

  まず、最初のほうの私立幼稚園のほうの認定こども園のこちら、町からの給付費につきましては、対象

児童につきましては約119人ほど見込んでおりまして、金額にいたしますと総額で町として試算しており
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ますのは6,666万1,000円という中で利用者負担1,613万5,000円、引いた5,052万6,000円ほどの予定をして

おります。さらに、今町外保育所分ということでございますけれども、これが約530万円ほどを予定して

いるところでございます。なお、町外保育の今の予定を見ますと約11人分で予定をしているところでござ

います。町外保育、保護者の方が例えば酒田の通勤するときに、その近くのほうの保育園のほうに勤務の

状況によって預けたいというようなことがあるわけでして、そういう方にもこちらのほうで助成をしなが

らということでございます。なお、それから今現在やっているのは鳥海保育園とか黒森保育園、新堀保育

園、若草ベビールームとか、こういったところへの助成ということでございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  わかりました。 

  14ページに保育園保育料が212万円。これは、前年度は5,612万円です。そして、15ページに民生使用料

の中で新しく設けられた町立保育園使用料が5,400万円というふうにして計上されておりますが、これは多

分制度の改正に伴ったものであろうなというふうにして認識をしておりますが、保育園保育料というのは、

そうするといずれなくなっていくのかなというふうにして認識をしておりますが、それは間違いであれば

指摘をしていただきたいと思います。 

  そこで、残時間が10分しかありませんけれども、子ども・子育て支援制度については去年の10月ごろか

ら新制度に係る保育料の支給認定申請を、要するに利用申し込みが受け付けをされてきているのではない

かというふうにして思いますけれども、今の答弁の中で認定こども園は119名というふうなお話がありま

した。そうすると、町の保育園にはどの程度の入園の予定が現段階であるのかということを１点と、時間

がないですので、もう一点お尋ねいたします。 

  保育の短時間というのは、かつては１日のうち半日を短時間とするというふうな声もありましたけれど

も、今回は１日８時間になりました。そして、月平均では200時間だと。そして、保育標準時間は１日11時

間です。これは、月平均275時間まで保育が受けられるというふうにしてされておりますが、短時間の設

定というのは９時から５時までなのか、基本的には。それ以外の部分には延長保育料を取るというふうな

形になるのではないかなというふうにして思うのです。そうすると、場合によっては保育標準時間の利用

料負担よりも短時間のほうが、場合によっては、例えば10時からだと、利用。あるいは、11時からだと、

利用する場合には、８時間を利用するとなると５時以降も利用することも考えられます。その計算をした

場合に、場合によっては保育の標準時間以上の利用者負担が出るのではないかというふうにして思うので

すが、その辺の私の認識は間違っているのか、そのとおりなのか、この２点についてお尋ねをしたいと思

います。 

委員長（那須良太君）  本間健康福祉課長。 

健康福祉課長（本間康弘君）  申し上げます。 

  まず最初に、入所の件でございますけれども、確かに10月、11月ごろから申請を受けまして、今ほぼ４

月からの入園に対する人数は固まってきております。一応希望の保育園というようなことをとった中でそ

のような配慮いたしながら、大体希望に沿ったような形で配置が、入園希望ができたというようなふうに

思っておるところでございます。一応人数的に119人予定しているというようなことをお話し申し上げま
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したけれども、認定こども園さん、杉の子さんにつきましても人数的には現状とそんなに変わりはなかっ

たというようなことでございます。それで、保育園のほうには３園合わせまして大体260名ほどというふ

うな予定をしております。 

  それから、新しい制度の中で延長保育という話ありましたけれども、新しい制度の中で11時間というの

が標準というようなことはこれまでと同じでございます。短時間保育となると８時間というような設定を

することが可能、できるというふうなことでございます。そういった中での費用につきましては、国の方

針からいきますと標準で11時間ということと、それから８時間となるわけですけれども、その分は標準額

の1.7％を安くするというような設定をするということになっております。したがって、標準世帯で町の利

用者負担額が例えば9,500円というような算出があった場合は1.7％減で9,300円というような金額で推移

していくだろうというふうに思います。 

  それから、今度認定こども園となりますので、新制度になると１号、２号、３号というふうに区分けに

なりまして、幼稚園分で、１号認定というのが幼稚園教育、保育というようなことになります。それから、

２号については３歳以上の保育ということ、それから３号になりますと３歳未満の保育というようなこと

で、ここにおいてもそれぞれの段階で料金の裁定をしていくというようなことでございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員。 

１３番（伊藤マツ子君）  ちょっと大事な点が聞き取れなかったのですけれども、時間がありませんので、

また改めて聞いたほうがよろしいかなというふうにして思います。今回の子ども・子育て支援制度につい

ては、保育料の関係を含めた条例案件が、保育料については規則で町では定めております。条例で定めて

いるわけではないのですが、その部分でまたお尋ねしようかなというふうにして思いますので、２分あり

ますので、先ほどの1.7％の関係と、私は短時間のほうが負担がふえるのではないか、場合によってはとい

うふうなお話を申し上げましたので、その部分だけもう少しお尋ねしたいと思いまして質問終わります。 

委員長（那須良太君）  本間健康福祉課長。 

健康福祉課長（本間康弘君）  負担がふえる、ふえないという前に保育を申請する時間、11時間にするか、

８時間にするか、そこが申請者のほう、保護者のほうの考え方であるかと思います。先ほど言いましたよ

うに11時間の中で例えば9,500円をするとしたときに、それ以内でおうちの方が迎えに来れると、それは

それでもいいわけですけれども、それはただ８時間とすると時間が要するに短くなるわけです。それは、

そのご家庭の考え方で、そのようにいろいろ利用状況を指定することができるかなというふうに思ってお

ります。 

  以上でございます。 

委員長（那須良太君）  13番、伊藤マツ子委員への答弁漏れがありましたので、菅原総務課長より答弁い

たさせます。 

  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  番号制度のＱアンドＡのお話でございました。これは、事務レベルの、つまり

システムをどう改修するかとか、さまざまな取り扱いをどうしたほうがいいのかというような事務レベル

の質疑応答については確定版という形でことしの３月下旬までに総務省から示されるという予定でありま
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す。お尋ねの部分の国民、あるいは住民に対するさまざまの質疑という部分が多分あろうかと思いますけ

れども、これについては内閣官房の社会保障・税番号制度のホームページのほうからそういう全部網羅で

きているかどうかちょっとわかりませんけれども、一定の説明といいますか、そういうところにあります

ので、そちらのほうをまたごらんをいただければというふうにして思います。 

委員長（那須良太君）  これで、13番、伊藤マツ子委員の質疑は終了いたしました。 

  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  私のほうからも平成27年度の予算について８項目ほど質問したいと思います。中

には今やろうと思っているのにとか、いずれはやらなければいけないなと思っているのにということにつ

いて、今すぐできないのかとか、いつするのかというような質問項目もありますので、そういうことを言

われるとやろうと思っていても、やりたくなくなるというのは私も家庭で熟知しておりますので、そこら

辺は忍の一字をもって、建設的な前向きな答弁をいただければありがたいと思っております。 

  第１問目は教育課から。放課後子供教室の運営についてということで、ページでいうと70ページ、教育

費、社会教育費、社会教育総務費、報償費、事業協力謝礼492万8,000円の中に放課後子供クラブ推進事業

事業協力謝礼などとして492万8,000円が計上されています。この放課後子供教室のスタッフの謝礼である

と思うのですけれども、放課後子供教室開設時に児童何名に対してスタッフ１名が張りつかなければいけ

ないというような保育園の人員のケースのような基準というのはあるのでしょうか、ないのでしょうか。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えいたします。 

  放課後子供教室の設置につきましては、開設日数、それから１日当たりの開設時間、さらには教室それ

ぞれのコーディネーターの配置等、こういったものについては基準が示されておりますけれども、いわゆ

るボランティアスタッフの人数につきましての基準は設けられておりません。 

  以上でございます。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  町内では放課後児童学級というようなものというのは４カ所ほどで実施されてい

るわけですけれども、私がスタッフとして携わっている吹浦の子供教室は開設されてことしで５年目にな

ります。開設当初は七、八名の児童数でありました。これが２年目になると12名から13名、そして３、４

年目になると18名から20名、昨年度、今年度あたりですと多いときだと20名から23名の児童をコーディネ

ーター１名、スタッフ２名という人員配置で放課後児童学級を見守っています。そして、この間総会があ

りまして、年平均、年の１日当たりの平均児童数はどのぐらいかということで計算しましたら１日平均

15.6人。これ26年度の実数でありますけれども、26年度においては登録者数が28人。ところが、27年度に

なりますと新１年生が申し込みすることによって34から35の登録者数になると予定されております。そう

すると、放課後児童学級に預からなければいけない人数が今よりも多くなることが予想される。そうする

と、スタッフ体制３名では非常に物理的に大変になってくるわけです。今吹浦の場合は吹浦小学校の施設

内で開設しております。大概は図書館。そして、宿題が終わると体育館、グラウンド、図書館に残る子供

たちもいる。それを見守るとなると最低３人。最低でも３人必要なのですけれども、やっぱり預かり児童

数が多くなるとスタッフをふやさなければいけない状況下に物理的にあると思うのですけれども、このス
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タッフをふやしたときの補正対応というのはなされるのかなされないのか、そこら辺お聞きしたいと思い

ます。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えをいたします。 

  文部科学省で制定をしております設置要綱におきましても、地域の実情に応じて対応していただきたい

というふうな記載がございます。そういう意味において、来年度の27年度の予算につきましても26年度の

実績をもとに予算計上をしているわけですけれども、申込者がそういうふうにふえているというふうなこ

とであれば当然補正対応があり得るというふうに考えております。開設になって、スタッフの皆さんとも

十分協議をしながら進めていきたいというふうに考えております。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  やはりスタッフの確保というのも非常に厳しくなってきているのですけれども、

やはりスタッフを多くしないとそれだけ多くなった預からなければいけない児童をカバーして見守るとい

うのは大変な状況になるのでないかなと思いますので、補正対応に向けて検討、協議しながらお願いした

いと思います。 

  次移らせていただきます。これは、ページが73ページの中に教育費として菅里にある遊佐歴史民俗学習

館から旧西遊佐小学校へ小山崎遺跡の収蔵品を移転するのだという事業費であります。これは、施設整備

工事費等遺跡用備品購入費の中に含まれているのだとは思うのですけれども、この移転費経費というのは

317万4,000円となっております。これ移転後の小山崎遺跡から出土された、小山崎遺跡だけではないです

ね。柴燈林遺跡とか、出土された多くの収蔵品を収蔵しながら、いかに旧西遊佐小学校で収蔵しながら展

示されていく予定なのか、計画等ございましたらご説明願います。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答え申し上げます。 

  現在旧西遊佐小学校校舎への埋蔵文化財整理室の移転を計画をし、その予算をお願いをしているわけで

ありますけれども、旧西遊佐小学校が市街化調整区域にある関係上、都市計画法と建築基準法をクリアし

なければならないというふうな課題があります。これまでも専門家にも助言もいただきながら、その状況

についていろいろ調査なり検討なりをしてきたわけですけれども、正直なところそのハードルも結構高い

というふうなことであります。そういった意味では現時点においては収蔵品の展示について、常時展示か

つ不特定多数の方が来場できるというふうな形については無理ではないかというふうな判断をしていると

ころであります。そういう意味においては予約をしていただいた方、あるいは期間を区切っての展示、そ

ういったものになるのではないかというふうに考えているところであります。27年度の予算の中において

はそういった展示ケースの予算もお願いをしておるところであります。そういったところも含めて、建築

基準法、都市計画法、こういった法律をやはりクリアする形での展示、あるいは移転というふうなことで

考えているところであります。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  移転することによって収蔵する。セキュリティーは今の状態よりは、状況よりは
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よくなるのだろうなと思います。しかし、建物を新しく建ててやるわけでもない。旧西遊佐小学校の校舎

を利活用するのだという意味で、そういうふうに収蔵を中心とした施設ということになるかと思いますけ

れども、やっぱり企画展示などの際に旧青山本邸に併設した研修室あたりで石器も含めて、縄文土器含め

て、それ以外に土器系も出ているわけですから、企画展的にやるとしたらやっぱり旧青山本邸に併設して

いる研修施設、あそこで何に使っているのだというような質問もあるときございますので、そういうふう

な利活用というか、旧青山本邸の研修室の活用の仕方もあるのではないかと。極めて隣接した地域に移る

わけですから、そういうふうなことも提案させていただきます。 

  次移らせていただきます。歴史民俗学習館というと、縄文の収蔵含めた研究も含めた機能もあるわけで

すけれども、北側のほうに本体とも言える民俗資料を収蔵展示している部分があるわけです。なかなか旧

菅里中学校の施設に関しては、大がかりな工事は加えないのだというような答弁もございました。あの施

設もやっぱり今後どうなるのかと非常に心配なわけです。そうすると、あの施設のあり方について今後ど

のようなお考えでいるのかお聞かせ願いたいと思います。私などが見ると宝の山だと思うのですけれども、

口の悪い人が言うと町営の大きなごみステーションだという方もいらっしゃるわけです。あの施設のあり

方について今後どのようにお考えか答弁願います。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えいたします。 

  菅里の歴史民俗学習館につきましては、週末を中心に公開をしているわけでございますけれども、平成

26年度、今年度の２月までの実績で約8,900人ほどの来場をいただいているところです。その中で一番多

いのは小学校の利用というふうなことでもありますけれども、そういった意味では一定価値があって、本

当に見に来ていただいているというふうに考えております。 

  一方で、施設の現状でございますけれども、かなり傷んでおりまして、部分的にはクラックも入って、

数ミリのすき間から外が見えるというふうな状況もあります。現時点ではその老朽化した建物を大規模改

修というふうなわけにはいかないだろうというふうには考えているところでございます。公開にたえ得る

ように小規模な改修はしながらも、当面は現状の維持というふうなことで考えているところでございます。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  私にとってはやっぱり宝の山とも言えるあの収蔵品を生かした上でまちおこしと

いうのはできないか。特に遊佐、元町のまちおこしにつなげることができないかということを非常に考え

るわけです。あれだけの刺し子とか、ばんどりとか、農機具とか、さまざまなものが収蔵されているわけ

です。それを元町のお店の展示、ディスプレーとして、洋品屋さんとか衣類を扱うお店に一画に展示スペ

ース、お店のイメージアップにもつなげるような、刺し子とかああいう衣類を洋品屋さん、衣類屋さんの

スペースにディスプレーとして展示していただく。農機具会社があるとすれば、あれだけの昔の遊佐の農

機具、木製の農機具があるわけですから、新しい農機具の脇に遊佐町ではこういう農機具を使っていたの

だよというのを一画にディスプレーとして置いてもらう。お菓子屋さんに関係したような収蔵品というの

もあるかと思います。ゆざっとプラザの駅舎内にも昔の駅の時刻表とか、駅の看板とか、あそこに収蔵さ

れているはずです、処分していなければ。それをゆざっとプラザの待合室にディスプレーとして飾ってい

ただく。そうすると、昔のものを、遊佐の元町を歩くことによって昔の遊佐、そして昔の農具、昔の駅は
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こうであったとか、衣類はこうであったとかというふうなイメージアップにつなげることのできるディス

プレーのものとして有効活用できるのではないか。３年ほど前に大分県の豊後高田、昭和の町並み再生と

いうことで取り組んで成功した地域があった。あの地域もそういうところからこの運動が始まって、町並

みの再生に向けての、町再生に向けての運動が始まっていたのだということをご紹介させていただきなが

ら提言させていただきたいと思いますけれども、そういう取り組みがあるのだよということも含めてご提

言させていただきます。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えいたします。 

  大変貴重なご意見というふうに伺いました。現在においても収蔵品の貸し出し等につきましてはしてい

るところでございます。農作業ですとか期間を区切ってというふうなことにはなっておりますけれども、

今のようにディスプレーとなりますと長期間というふうにもなりますから、要綱等必要となるとは思って

おりますけれども、大変ユニークなアイデアというふうにも思っておりますので、今後前向きに検討させ

ていただきたいと思います。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  そうなのです。いろんなところに昭和のああいうふうな収蔵されている資料を、

子どもセンターにも展示できるような資料というのは、昔の玩具とか、箱ぞりとか、そういうのも一画に

展示する。図書館には昔の教科書みたいなものを展示するスペースというのはあるかと思いますので、そ

ういうふうな取り組みをぜひ工面しながら進めていただきたいなと思っています。 

  次、これはモンテディオについて質問させていただきたいと思います。75ページに教育費として山形県

スポーツ振興21世紀協会負担金、これはモンテディオを運営している主体であるかと思います。そちらの

ほうに負担金として42万7,000円ほど支出されております。モンテディオ、皆さんご存じのとおり今期か

らＪ１のほうに昇格して、山形を非常にアピールしているサッカーチームであります。しかし、遊佐町と

してこういうふうに分担金として負担金を支出しているだけではなくて、遊佐町から天童のホームゲーム

に行かれるサポーターというのも結構子供から大人からさまざまいらっしゃると思うのです。遊佐町内を

車で走ると後ろのほうに青いリボンのサポーターのステッカーを張っている車もよく見かけられる。それ

だけ遊佐から天童のホームゲーム、モンテディオをサポートしている人たちがいらっしゃるのだと思いま

すけれども、そういうふうなサッカーのスポーツ少年団やサポーターがホームゲーム見に行くときの支援

策みたいなものを考えられないかお聞かせ願いたいと思います。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えをいたします。 

  現在モンテディオの応援に関しましては、市町村応援デーというのが設けられておりまして、遊佐町に

ついても年に１回設けられておりました。平成26年の場合ですと７月20日土曜日、天童で行われた試合で

ありましたけれども、例年ですとサッカーのスポーツ少年団の皆様などに呼びかけをしながらバスを手配

をして、特産品を持ちながら応援に行ったというふうなことでありますけれども、平成26年度の場合はサ

ッカースポ少の大会等の日程のどうしても都合がつかないというふうなことで、担当者で対応をさせてい

ただいたところであります。その際にチケットにつきまして、何か半額になるというふうな制度がござい
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まして、それを使って一般の方が通常3,000円のところを1,500円と半額で求めることができるということ

で、大体毎年15枚程度売れているということでありました。現時点においては、町としては平成27年度も

こういった応援デーについて対応するといったような内容で検討しているところでございます。 

委員長（那須良太君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  今の課長の答弁に付随しまして、私も３年前かな。Ｊ２に落ちていたときか、Ｊ

１にいたときか忘れましたけれども、夕日メロンを持って行かせていただきました。そのときは始まる前

の遠くからも、他県からも、あのときは甲府戦だったかな。県外から来るお客さんもいたわけで、始まる

前の状況からいろいろ雰囲気から味わわせていただきましたけれども、夕日メロンを私が選手の代表に手

渡して、私も応援させていただきました。それで、きょうの試合は３対１で勝つよと私ずっとふれ回って

いたらそのとおり３対１で勝ったのです。ということで、町民の皆さんの応援もそうですけれども、夕日

メロン等を持って応援行くことによってやはり元気づけられると。お客さんの前でプレゼントしたわけで

すけれども、会場のお客さんからは遊佐町さん、応援ありがとうということでかけ声がありましたし、今

年度も多分遊佐町は夏の時期に当たるのではないかなと思っておりますので、できる範囲で応援して、何

とかことしＪ１に残って、やはり収入多くして、予算ふえないといい選手獲得できないのだと思いますの

で、限られた予算範囲の中ですけれども、応援の機運はいろいろ工夫して盛り上げていきたいなと思って

おります。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  やはり県を代表するサッカーチームであるわけです。そこを年１回の市町村応援

デーに限られた形でサポート、これは町でサポートするというよりも、県で日にちも割り当てられた上で

県から入場券の半額制度というのもなされているのだと思うのです。県を代表するサッカーチームを遊佐

町も応援しているのだよという意味で、やっぱり遊佐町としてのサポーター支援、見に行く方への支援、

子供たちがより天童のホームゲームを見る機会を多く創出するための支援施策というのを町独自でも、そ

んなに多くかからないと思うのです。チケットの助成とか交通費の支援策というような形で、そんなに大

きなお金がかからずに、遊佐町もモンテディオを応援しているのだよと、町単でこういう事業を展開して

いるのだよということは非常に遊佐町のアドバルーン効果につながるのではないかなと思うのですけれど

も、この点に関しては町長からご答弁いただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

委員長（那須良太君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  町内にはいろんなスポ少があって、そして一生懸命やっぱりよそとの交流とかい

ろんな形で頑張っていただいていること、大変うれしく思います。特に震災の翌年でしたか、石巻の子供

たち、鹿妻サッカースポ少かな。とにかく遊佐の交流試合やりたいので、呼びたいのだという。父母の皆

さん、子供たちの声を町はしっかりと受けとめて、そしてそれらの交流に対する予算の補助等もやった経

過がございます。昨年はスポ少の大会の関係で行けなかったという経過があったと伺っておりますけれど

も、やっぱり基本的に町が縄をつけて応援に連れていくのではないと。やっぱり自発的なスポ少とかの要

請等があれば、それについて補正等の対応して支援をしていくということは、どんなスポ少であれ、それ

はやぶさかではないと私は思っています。特に21世紀協会については、鶴岡と天童だけは特別負担金の額

がまた違うということ、山形ですから、そんな形はあるのですけれども、これは21世紀協会、実はＪ２の



 
- 188 - 

時代とＪ１になってからと負担金については変わっていないのだと思っていました。それについて町内の

子供たち、ぜひともＪ１の試合見たいという、スポ少等通しての自発的な要望等届けられましたときはし

っかり対応してまいりたいと、このように思っています。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  これ遊佐町のサッカー人口というのはなかなか、いわゆるサッカー部というのが

中学校にもないのだと思います。遊佐、ありますか。 

  （「ありますよ」の声あり） 

１ 番（筒井義昭君）  ありますか。でも、非常に遊佐町というのはサッカーというのが盛んなところな

のです。やっている人たちも多いのです。ですから、そういう子供たちを支援する。サッカーだけを言う

と、ではバスケットはどうなるのか、新しく立ち上がったではないかということもあるのでしょうけれど

も、やはり夏休みとか冬休みの長期間に子供たちが家族と一緒にホームゲームを見に行くような機会がよ

り創出されるようなバックアップ体制というのは町としてとる必要はあるのではないかということで、こ

の質問は終わらせていただきます。教育課は30分で何とか抜け出せればいいなと思いながら質問していま

したら、ちょうど30分で産業課のほうに移ることができるかと思います。 

  それでは、産業課のほうにご質問いたします。52ページの農林水産業費の中に共存の森設置運営事業協

議会負担金、これが50万円ほど計上されております。これは、皆さんご存じのとおり共存の森事業は懐ノ

内の岩石採取跡地を購入し、共存の森として保全していこうとしている事業でありますが、当初は広葉樹

の苗を購入して植樹も検討されましたが、現在は実生の松や杉を育成していく、下刈りとか、昨年度あた

りは樹形調査事業として実施されているような現状でありますが、これやっぱり共存の森を県民の森とか、

酒田の万里の松原のように公益性の高い森にすべきと考えておりますが、将来目指すべき共存の森の姿と

それに向けた町の計画についてお伺いいたします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えいたします。 

  この共存の森運営事業につきましては、本町の水循環を形成する地下水及び湧水を将来にわたって保全

するために、関係団体の相互協議により行われている事業でありまして、昨年の10月17日に協議会を設立

いたしまして、大谷光成会長を中心に今活動を行っているところであります。今年度におきましても、今

年度がちょっと若干期間が短いこともありまして、下刈り、それから植生調査等を実施し、その内容を２

月27日に行われました森づくり講演会のときに、この協議会の活動報告も行わせていただいたところであ

ります。平成27年度におきましても下刈り、それから植生調査、あと管理用道路の整備等に加えて動物、

植物、水生動物、それから猛禽類、昆虫等の動植物の調査をこの共存の森の中長期的な森林の再生計画を

立てる上で役立てたいということでこの調査を行いたいという事業内容を持っております。それらの調査

結果を踏まえて、今後この共存の森をどのような森にしていくかということで、この協議会の中で検討さ

れるものと考えております。目指すところはこの協議会も町も同じでございますので、委員ご指摘のよう

に公益性の高い森になっていくというふうに考えております。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 
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１ 番（筒井義昭君）  これは、共存の森の事業というのはまず第一義的には水源域を保全する。そして、

開発により荒廃した森を再生する。これが第一義的な取り組みなのではないかなと思っております。しか

し、この２つについては水源域が荒らされたかどうかというのはなかなか結果というのが出ない。これは、

臂曲にしても、懐ノ内にしてもそうなのですけれども、開発による荒廃した森を再生する。これというの

は本来ならば岩石採取業者が原状復帰と緑化事業というのは岩石法で定められていることですので、本来

ならば事業者がやらなければいけないことなのだろうと思います。しかしながら、この共存の森をつくっ

ていこうとするのだというときに、やはり町民やクラブ生協の方や、その他多くの人があの共存の森に行

って自然に触れ、憩う場を創生することが本事業の最終的な目的であると考えますが、今はさまざまな共

存の森の敷地をどのようにしていくか、どのように進めていくかという段階の中の極めて計画段階にある

ことだとは思うのですけれども、この年間50万円というので共存の森というものを維持していけるのか。

姿がはっきりしたら大がかりな遊歩道を整備するとかというふうな事業予算というのが取り組まれるので

しょうけれども、この50万円で、毎年50万円で進められていける事業であるのかないのか、その点につい

てお聞きしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  先ほどの答弁でも申し上げましたとおり平成26年度につきましては協議会の設立が10月ということで、

期間が短いという部分もありましたけれども、下刈りが中心の事業内容でありました。また、来年度につ

きましても、平成27年度におきましても繰越金と合わせて下刈り等、それから調査事業を行ってまいりま

すので、予算の範囲内で行えるということでございました。いずれ平成27年度の調査結果を踏まえて、中

長期的な計画の中で具体的な事業計画が出てくることと思います。そういったときには町としてもその対

応といたしまして、しっかり手当の対応をしていきたいというふうに考えております。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  それでは、次移らせていただきます。 

  17ページの国庫支出金の中に産地強化水産業支援事業施設整備補助金、歳出の53ページには農林水産業

費としてサケふ化場増設更新事業補助金、これは国のほうから１億5,000万円、そして町単で3,000万円上

乗せをして、そして升川ふ化場のふ化場をあれは更新するというか、新しくする事業であるかと思います。

そうなると、あそこのふ化場を新しくし、今よりも機能的なふ化場にするということになるとふ化量とい

うのがふえてくるような計画がなされているのだと思うのです。稚魚の育成量というのですか。そういう

のもふえてくると予想されていると思いますし、北海道の先進地の回帰率を上げるための研修も行った上

でのふ化場の更新だとも聞いております。そういう意味でふ化量というのはどのぐらい多くなる試算であ

るのか、回帰率というのはどのぐらい高まるだろうという試算の上でのこの事業であるのかお聞かせ願い

たいと思います。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  初めに、ふ化率のほうでございますけれども、率につきましては升川のサケ生産組合のほうに確認をと

ったところ数値的なきちっとしたデータはないということでございましたけれども、今ここ数年のふ化率
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というのはおおよそ90％ということで推移していたようでございます。北海道北見、宗谷管内のさけ・ま

す増殖協会との交流が始まって、北海道からいろいろな技術、要するにふ化における技術提供を受けた段

階ではおよそ５％ぐらいアップしたということで、今95％今年度はふ化率があるというふうにお聞きして

ございます。施設整備後の目標でございますけれども、それにつきましては今北海道のデータがふ化率が

データとして97％だということでございます。ですので、施設整備後においてはそこの数字を目指すとい

うふうにお聞きしてございます。 

  あと、回帰率の関係でございますけれども、ここ５年間の升川生産組合の捕獲尾数でございますけれど

も、この捕獲尾数が平成21年から25年までのデータで平成21年度が２万4,937尾、あと平成25年度が５万

7,825、ここ５年間の平均で言いますと３万6,893尾という捕獲尾数になっているようでございます。 

  一方、放流尾数のほうでございますけれども、これが放流尾数については４年前でございますので、平

成17年度の放流尾数が703万尾、あと平成21年の放流尾数が876万5,000尾でこの５年間の17年から21年ま

での平均で883万8,600尾という放流尾数になっております。これを割り返ししますと回帰率といたしまし

ては平成21年度が0.35、あと平成25年度が0.66ということで、５年間の平均で0.422という数字になって

いるようでございます。この回帰率におきましては、施設を整備しても、ぐっと極端にその数字が上がる

というのはちょっと考えにくいという部分と施設整備によって放流尾数をふやす計画でございますので、

それに伴って捕獲尾数もふえていくという状況でございます。ですので、放流尾数がこの５年間の数字で

先ほど申し上げましたとおり883万8,600尾を放流していたのを整備後には1,000万尾に放流数を上げたい

ということでございますので、それに伴って捕獲尾数も今までの５年平均であります３万6,893からおおよ

そ４万2,000尾にふえていくという計算になってございます。ですので、今現在よりも約13％ほど捕獲尾

数がふえるという試算をしているようでございます。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  やはり放流増殖事業によって、サケ資源の増が見込まれるわけです。これ升川の

ふ化場が更新工事が終われば箕輪地区でだってやりたいということになるのだとは思うのですけれども、

サケの資源というのが増が見込まれる。放流数が多くなり、帰ってくる魚、回帰数も多くなることによっ

て。そこで、サケの資源というのを活用と商品化とブランド化に向けた施策というのがやっぱり展開され

ていかなければいけないと思いますし、今やはり尾形さんあたりが何年かにわたって培ってきたところの

北海道東岸地域との交流と連携事業、これは今後いかに進められていくのか。商品をどのように開発し、

ブランド化していくのかということと培ってきた交流事業というのをどのようにこれから進めていかれよ

うとしているのか、これは尾形さんに聞いたほうが早いのでしょうけれども、まず担当課の課長にお聞き

したいと思います。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えいたします。 

  まず初めに、サケの資源の活用と商品化、ブランド化に向けた施策ということでございますけれども、

まず１つは今ある商品の見直しといいますか、要するに売れる体制の整備が必要であるというようなこと

を思っております。１つは、ビジネスネットワーク協議会、それからビジネス大使の関係でよく商談会の

ほうに行かさせてもらいますけれども、まず必ず聞かれるのがある一定の要するにこれぐらいの量が定期
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的に供給できるのかというような話をされます。まず、この段階で商談的には断念をしなければならない

という部分もありますし、金融機関等で特産品の売り込みというか、話のついでにいろいろ話をするわけ

でございますけれども、そういった段階でも同様のことをやっぱり言われてしまいます。全国的に売り出

すということを視野に入れるのであれば、一定の設備を備えた加工施設の整備というのがやっぱり必要に

なってくるのではないでしょうかということで今考えておるところであります。 

  あと、それとあわせて新たな商品の開発といいますか、ブランド化に向けた施策を考えていく必要があ

るということも当然考えておりますけれども、このサケのふ化事業に伴いまして、めじかについてもふ化

量のアップに伴って漁獲量がふえる可能性があるわけでございますので、遊佐生まれのめじかということ

で町の特産品として流通させたいなという考えも持っているところであります。 

  あともう一つ、北海道の北見、宗谷管内のさけ・ます増殖協会との交流についてでございますけれども、

これまで行ってきたふ化場の更新事業の技術研修会とか交流会等に加えて、今回のふ化場更新事業におい

てソフト事業も行う予定でございますので、サケ、めじか資源を通じた技術研修会、それからサケ、めじ

か資源の有効活用、それから観光事業等々についてもあわせて連携していければいいのではないかという

ふうに考えているところであります。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  やはりサケの商品化している方々も、私から見ると高齢化しているのも現実です。

そうすると、ふ化組合の中で商品化できるような組織づくり、新しい加工施設も要したような商品開発で

きるようなものも、やっぱりサケ資源を活用するという意味では必要になってくるのだろうなと私も思い

ます。産業課にもう一問あったわけですけれども、時間が時間ですので、１問は省かせていただきます。 

  地域生活課、これは44ページにあるところの衛生費の再生可能エネルギー設備導入事業補助金、再生可

能エネルギー。これ335万円ほど計上されていますけれども、これの事業内訳についてご答弁願います。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  お答えします。 

  内訳としましては、木質バイオマス燃焼機器に対する助成５万円が上限ですけれども、それの20世帯分、

そして太陽光発電、今年度、昨年度から３万円アップしまして15万円を上限として15世帯分、そして太陽

熱利用としまして２万5,000円上限で４世帯、この内訳でございます。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  木質バイオマス設備に関する助成金というようなご答弁でありましたけれども、

１月に課長の所管で開催された遊佐町森林資源を生かした地域づくり勉強会、これではヨーロッパ諸国で

すと森林面積が大きい国というのは再生可能エネルギーにおける木質バイオマスエネルギーの率が高いと

いうような話でありました、ヨーロッパにおいては。しかし、日本において、東北地方において、遊佐町

において、木質バイオマスを利用したエネルギーの率、エネルギー全般における自給率というのは非常に

低いのではないかなと思っております。そういう意味ではまきストーブだとかペレットとかボイラー、い

わゆる木質バイオマスの整備に力を入れていかなければいけないのだと思います。３月の10日の新聞に、

これは荘内日報でありますが、フォワードさんぜ設立、これは会社ですけれども、産直も含めた上で木質

バイオマス関係を取り組んでいこうぜと、まきを自分たちで買い取って販売しよう。そのためにはまきを
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利用したストーブなどを普及させなければいけない。そういう意味ではこのバイオマス事業というのは、

利用者を多くするという意味では大変効果的なことであるし、利用者を多くすることによって自給側、ま

きのほうの経済活動を維持していかなければいけないと思うのですけれども、そこら辺の今後これを拡大

させていく上での計画というのはあるやなしやについてお尋ねしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  お答えします。 

  今言われたようにして遊佐町の中の森林資源、大変多くのものが本来はある。そういう状況にあります

ので、それを有効に利用するというのは大変重要な計画ではないかなというふうに考えますけれども、遊

佐町ではエネルギー基本計画に基づいて遊佐の特性に応じたエネルギー戦略を推進し、地域の活性化や産

業の振興を図るためということで、遊佐町エネルギー戦略推進会議を設置をしております。その設置要綱

の中で個別プロジェクトを検討、実施するために、専門部会を設置するとしております。去る２月の24日、

木質バイオマスの利活用について検討する専門部会を立ち上げたところでございます。今後は先進事例な

どを参考にしながら、できるところから取り組んでいこうということで、その部会の中で確認をしたとこ

ろでございます。また、県のほうで来年度ですけれども、木質バイオマス資源熱利用推進事業というもの

を計画をしておりますけれども、この事業で遊佐町をモデル地区にして、遊佐で行いたいというふうに申

し出がありました。それについては実証実験を行う予定でございますけれども、その資源の利活用と産業

の連携による経済の活性化、これらを狙っているわけでございますけれども、町としてもこれについては

連携、協力をしていきたいというふうに考えております。そこから得られる、その実証から得られる結果

については、当然今後町の中で木質バイオマスを利活用を広めていく、そういった事業への材料というふ

うになりますので、町としては積極的に進めていきたいというふうに考えております。県のほうで行う事

業で、今既に農家さんから返事をいただいているのですけれども、この実証実験をする上で柿栽培農家１

軒、それからウルイ栽培農家それぞれ１軒からこの実証実験に加わっていただくことを承諾をいただいて

おります。先ほど委員のほうから話ありました勉強会を開いているということですけれども、この勉強会

についてもまたこれからも引き続き実施をしていく予定なのですけれども、３月の25日、第２回のこの勉

強会を開催する予定でございますので、ぜひ参加をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  これ木の駅プロジェクトなどを実施している自治体もあります。しかし、25トン

まきが集まったのだけれども、買い手のほうが2.5トンしかいなかったという、そういうふうなこともあり

ますので、やはり消費する側をある程度しっかり育ててから木の駅プロジェクトというのはありだろうな

という感じはしますので、まず裾野を広くしてもらいたいなと思っております。 

  次、62ページの持ち家住宅建設支援事業補助金3,000万円ほど計上されておりますけれども、これ８号

補正にあったプレミアムリフォーム、これというのは少額リフォームに関して率はいいわけです。20％と

いうことでしたので。この事業自体が公共下水へ接続する事業としては、リフォーム金額、リフォームの

事業の大きさ的にも率的にも非常に公共下水道への接続リフォームとしては極めて効果的な事業かと思い

ますけれども、この大切なツールを生かして、ぜひ公共下水道の接続率アップに向けた事業展開を行って
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いただきたいと思うのですけれども、その件についていかがお考えか。８号補正を引きずり出しての質問

になって大変申しわけないとは思うのですけれども、27年度に取り組まれる事業でありますので、その点

質問させていただきます。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  お答えします。 

  持ち家住宅に関するリフォーム支援については、来年度につきましてもこれまで同様のやり方では実施

をしていく予定ですけれども、その要綱を今若干手直し等加えながら、さらにその事業の推進について検

討しているところでございますけれども、今のプレミアムリフォーム補助事業、これについては工事の事

業費としては200万円未満の少額のリフォーム工事を対象にして補助率20％、上限20万円としております。

今委員から言われたようにして、この少額のものに対してのメリットのある事業でございますので、下水

道事業についてはちょうどいい事業になるのかなというふうに思います。大体下水道事業、ほとんどの場

合は50万円、60万円といったそのくらいで終わる事業が主ですので、丸々20％補助を受けられるという形

になりますので、この辺のところをこちらのほうで広報をしっかりやって、この事業を利用いただいて、

さらに下水道の普及拡大、接続率の向上に努めていければと考えております。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員の質疑は終了いたしました。 

１ 番（筒井義昭君）  まだ残っている。だから、12時になったから、午後からということでいいのでは

ないの。 

委員長（那須良太君）  それでは、１番、筒井義昭委員の質疑を保留いたしまして、午後１時まで休憩い

たします。 

  （正  午） 

 

              休                 憩 

 

委員長（那須良太君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （午後１時） 

委員長（那須良太君）  なお、説明員の髙橋正樹農業委員会委員長が急用のため退席、佐藤充委員長職務

代理が出席しておりますので、ご報告いたします。 

  １番、筒井義昭委員。 

１ 番（筒井義昭君）  資源も時間も有効に使わなければいけないと思いまして、まだ３分残っておりま

すので、最後の質問させていただきます。 

  この持ち家とプレミアムリフォーム、この２つのリフォーム支援制度があるわけですけれども、ことし、

平成27年度においてプレミアムで小規模なリフォームを行い、28年度において持ち家を使って大規模なリ

フォームを行う年度またぎのリフォーム工事を行うときに、この両制度は併用して使うことができるのか

できないのかお尋ねいたしまして、私の予算質問とさせていただきます。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

  なお、説明するときはマイクは十分使ってお願いします。 



 
- 194 - 

地域生活課長（川俣雄二君）  お答えします。 

  今の質問は、２年続けてという意味だと思いますけれども、まず27年度にプレミアムでリフォームをし

て、その次の年、また28年度事業での持ち家住宅でのリフォームにする。それについては今の町の要綱上

は可能となっております。 

委員長（那須良太君）  １番、筒井義昭委員の質疑は終了いたしました。 

  13番、伊藤マツ子委員への答弁の訂正の申し出がありますので、許可します。 

  本間健康福祉課長。 

健康福祉課長（本間康弘君）  私のほうから施設型給付費の6,331万2,000円の内訳という金額のところで

ございました。認定こども園の分5,052万6,000円は変わりございませんけれども、町外私立保育所分とい

うことで、答弁については530万円ほどと申し上げましたけれども、1,278万6,000円の金額でございます。

訂正申し上げます。 

委員長（那須良太君）  直ちに審査に入ります。 

  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  それでは、教育課のほうからお願いしたいと思います。69ページに中学校費がご

ざいます。その中で、69です。15節工事請負費がございます。その内容についてお願いできますか。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えをいたします。 

  工事請負費につきましては、給食調理室の改修工事、これが1,200万円、もう一件、第１グラウンド整備

改修が400万円、合わせて1,600万円の予算というふうになっております。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  給食調理室の改修に1,200万円ということでした。どのような改修になるのかお願

いいたします。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  この給食室の改修につきましては、アレルギー対応の給食を調理す

るために、通常の給食をつくるスペースとアレルギー対応食をつくるスペースと仕切りをつくると、そう

いった改修工事になっております。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  遊佐の保育園のほうでもいろいろそのようなアレルギー体質ということで、常任

委員会の中でもご説明がございました。アレルギーというのは何かふえているのか、私たち小さいころに

はそんなこと余り気にしたことはなかったのですけれども、そういう時代なのでしょうか。食事の安全性

が問われるというか、ちょっと心配なところがありますけれども、子供たちのためということであります

ので、ぜひしっかりした調理室にしていただきたいと思います。 

  その下のほうに教育振興費の中で図書館備品等とあります。106万4,000円。この内容についてもちょっ

とお願いいたします。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  内訳としましては図書備品費、いわゆる図書ですけれども、52万円。
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教材備品ということで日本地図、電子てんびん、こういったものを計画しております。同じく52万円。こ

れが主な内容であります。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  図書に52万円という話でございました。図書館費の中にも図書館の本の購入に

300万円ほどありますけれども、中学校の規模で52万円というのは適正なものかどうか。 

  それから、小学校のほうちょっと今探してみたのですけれども、小学校の中には図書館というか、図書

費というような項目が見られませんでしたので、その辺の内容についてちょっと説明いただきたいと思い

ます。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えをいたします。 

  中学校の図書備品の整備につきましては、例年生徒１人当たり1,350円の人数分というふうなこと、さら

には教師用として３万円程度でありますけれども、こういった金額で毎年確保をさせていただいていると

ころであります。 

  それから、小学校につきましては68ページの小学校の教育振興費の備品購入費、ここに484万円ほど予

算化お願いしておりますけれども、このうち図書用につきましては133万3,000円を予定をしているところ

です。児童用、教師用、特別支援用と５校分全部合わせてというふうなことになりますけれども、130万

円ほどの予算のお願いというふうなことです。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  ６校で133万円という数字になりますよね。 

  （「５校」の声あり） 

６ 番（阿部満吉君）  ５校。済みません。失礼しました。５校でですね。遊佐小学校でもほかの学校に

も波及しているかと思いますけれども、図書をよく読んでいるという読書の功績があって、文科省からの

表彰もございました。一番本を読む子は280冊年間読んだりしております。その程度の予算で、あと遊佐

小学校に読む本がなくなってしまったのではないかと思うほど心配しているのですけれども、先ほど中学

校は１人当たり1,350円掛ける生徒数という何か要項的なものがあるようですけれども、小学校に関しては

どのように予算づけされておりますか。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  小学校につきましては、明確な単価といいますか、そういったもの

は特に設定をしておりませんで、要望に基づきまして例年同程度の予算化をお願いをしているというよう

なことでございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  同程度というふうに言われると、ああ、そうですかというわけにはいきませんの

で、ある程度の基準的な数字を出していただきたいと思います。予算委員会ですので。 

委員長（那須良太君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  児童１人当たりという基準は明確でありませんけれども、児童数当然違いますの

で、それは相応しながら、たしか赤塚委員から昨年度か一昨年度か、保護者の負担はあるのかとか、図書
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費が各小中学校で力入れているのに、少ないのではないのかという、一般質問のときだったかな。ご意見

いただきまして、たしか保護者から徴収している学校も、月にして50円とか、100円とか、そういうレベ

ルでしたけれども、それはやめましょうと、その分を含めてぜひ各学校で図書館読書活動に力を入れてい

るところでもありますので、予算をふやしましょうということで、たしか昨年度か一昨年度、ちょっと定

かではないですけれども、ふやした経緯もありますので、今年度もいろいろ学校でそういった貸し出し冊

数とか読書の状況も報告入っておりますので、もちろん文部科学省で示している基準は十分どの小学校も

中学校も満たしておりますけれども、教育委員会としても古いといいますか、廃棄して構わない、内容的

に、本は廃棄の手続とってもらってよろしいということもお願いしてありますので、その辺昨年度ふやし

てどうであったかまた現状把握しながら、そして算定基準という声もありましたので、小学校につきまし

てもそういう声も反映させながら基準を今後、今多分課長に聞かれても、その数字はきょうは出ないかと

思いますので、その辺も中学校でそういう基準があるとすれば、それに合わせて何らかの方法考えていき

たいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  毎回予算委員会等々でそのような話が出てくるわけなので、子供たちはぜひよく

育てたいという気持ちでありますので、その辺はお酌み取りいただきたいと思います。 

  図書館にも300万円ほどの予算を計上して、図書をそろえております。前質問したときも図書館も小学

校にリンクしながら出前の本の貸し出しみたいなこともやっていたように思います。新書の情報的なもの

はコンピューターにつながっているわけなので、その辺の手当てというか、情報はスムーズにやっておら

れるのかどうかお願いいたします。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えをします。 

  学校図書と、それから町立図書館の連携につきましては、十分図りながらやっているというふうに認識

しております。また、町立図書館の図書につきましてはホームページにおいて検索が可能となっておると

ころであります。また、団体貸し出しというふうな制度も利用しながら連携を図っているというふうなと

ころでございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  了解をいたしました。 

  それでは、66ページに戻りまして、教育研究費の３目の19節の中に負担金補助及び交付金がございます。

１つ目の自然生活体験総合学習実践事業負担金の内容についてご説明願います。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  自然生活体験総合学習実践事業負担金につきましては、86万5,000円

の予算化のお願いでありますけれども、内訳としましては小学校５年生の宿泊体験に係ります負担金が

55万円。これにつきましては１人当たり5,000円。5,000円というのは４泊５日となっておりますので、１

日当たり1,000円としております。それの人数分。さらに、加えて小学校４年生の分について27年度から

新たに負担をしていきたいというふうなことで、２泊３日でありますので、１日当たり1,000円としまして

105人分、31万5,000円、これが平成27年度から新たに負担をしていきたいとしている金額でございます。 
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委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  私らの子供のころであれば児童数も多かったものですから、全員のこういう宿泊

研修というのはなかなか難しかったのですけれども、最近はこのように全員の宿泊研修ができて、大変子

供たちも恵まれているなというふうに思いますけれども、これはどこに泊まって学習に当たるのかという、

この辺場所とその下にも地域体験学習事業というのがございますけれども、恐らく似たような内容かなと

いうふうに思います。その辺のどこを会場にして、どのような自然体験を子供たちに経験させていくのか

という内容についてお願いしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  この宿泊体験の場所につきましては、各小学校において計画を作成

して行っているというふうなことでございます。具体的には町内の海浜自然の家あるいはしらい自然館、

平成26年度の場合ですとドクガの影響などもあって金峰少年自然の家に泊まったところもありますし、そ

れぞれ１泊ずつ組み合わせたりとか、それぞれの学校でそれは違っているというふうなことでございます。 

  それから、地域体験学習事業負担金につきましては同様に中学校１年生の宿泊体験学習にかかわる負担

金になっております。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  それで、この学習にはインストラクター的にどなたかが張りつくということにな

りますか。それとも、先生、教諭の範囲内での学習というふうになりますか。その辺はどうですか。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  それぞれの学校で計画に基づいて実施するわけですけれども、地域

の先生であったり、あとは専門的な知識のある方にお願いをしたり、あるいは学校の先生で対応できると

ころは先生でというふうなことで、各学校の特性に応じて実施をしているところでございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  海浜青年の家という会場のお話もございました。たしか金峰の分館になっていま

したよね。それから、冬期間は閉館になっているはずなので、どんな時期にやるものであるのかというの

と閉館していることによって、あの施設も大分年数はたっているかと思います。40年以上はたっているか

なと思いますけれども、その辺の状況どうですか。 

委員長（那須良太君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  県の施設でありますので、具体的に私が手でさわってチェックはしていませんけ

れども、やはり施設内外いろんな老朽化等で支障があるという状況は耳にはしております。しかも、県の

ほうでは４つの少年自然の家、海浜自然の家ということで金峰の分館になったわけですけれども、県の青

年の家もあります。一部民間委託、指定管理といいますか、そういう環境に徐々に年次的に進めていくの

だというふうにこの前、先月かな。今月に入ってからかな。県の今の文化財と生涯学習課が一緒になって

いますので、その課長が直接こっちに来まして、たしか朝日少年自然の家、村山、大江町にあるわけです

けれども、あそこを皮切りに28年度というふうに、記憶違いだったら申しわけないのですけれども、順次

一部指定管理に変えていくというふうな情報もお聞きしております。ただ、全面的に指定管理になるとい

うことではなくて、現在の体制、学校の教職員も入っています。所長も小学校、中学校の校長が入ってい
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るわけですけれども、そういう体制の部分もありながら、一部宿泊を伴わない部分とか、そういったとこ

ろは指定管理に切りかえていく県としての方針であるということはお聞きしておりますが、我々は県の施

設でありますので、それ以上言及できませんので。いずれにしても子供たちにとって大変大事な教育効果

の大きい、こういう時代の流れであればあるほど大事にしていかなければならない。自然の中で体も心も

磨く。そして、仲間と、ゲームに侵食されている子供たちの時代。もう満天の星を見ながらあそこの広場

で野宿をしたという小学校も出ていますので、なかなかそういう機会というのはこれからの子供たち、意

図的に設定してやらないと、そういう自然のすばらしさとか、もうふだんの生活では感じ取ることができ

ない畏敬の念だとか、そういうものは人生長く生きていく上で大きなバックボーンになるという我々思い

がありますので、そこは県のほうにもどんなシステムになろうと、そういう体験の場はなくさないでくだ

さいと、そして金峰なりここもあるわけですけれども、海浜だけでなくて老朽化していますので、早く改

築の方針もめどをつけてくださいと。県内こういう交通網が発達していますので、４つ要らないとすれば

庄内と内陸だけでもいいから、思い切った方針立ててもいいと思いますので、いい環境で体験できるよう

な、そういう場は確保してくださいというふうに私はご意見は申し上げておきました。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  きのうの調査日の中で教育課長に聞いた話で、そういったような外部委託という

ような話も出てきましたよというような話があったので、ちょっとこれに食いつきたいなというところが

あるのですけれども、それは実は今開館している期間以外に遊佐でも例えば春のゴールデンウイーク中の

練習大会とか、それから夏休み中の企業の合宿に使いたいとか、招聘したいとか、いろんな本当は使い道

があったのですけれども、県の使い方もあるのか、施設が老朽化してきて、冬期間には耐えられないのか

なというふうな話もあって、限られた期間しか使えないのですけれども、もしそういう業務委託というよ

うな形になれば町としての受け皿としての可能性あるのかないのか。そして、今建てかえもあわせてとい

うふうになれば、建てかえではなくて、新しいの建ててもらって、あそこに先ほどの小山崎の遺跡を持っ

ていってもいいのかなというふうな思いもあったのですけれども、その辺でとりあえず受け皿として町、

自治体がなれるのかどうなのか、民間に限られるのかどうなのか、その辺のニュアンス的には教育長、ど

うでしたでしょう。 

委員長（那須良太君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  そういう要望等は、県議会議員を通して、県のほうに直接してもらうのが一番効

果的だと思いますが、私が現在お聞きしている情報です、あくまでこれは。民間委託するという、海浜自

然の家の一部もということで、遊佐町内近隣でＮＰＯとか、そういうものを請け負って担当していただけ

る組織なり人はいないものですかということでは問い合わせ来ていますので、そういうものが間もなくア

クションあると思います、方針固まれば。その辺には我々としてもこういう方がいますとか、こういう組

織がありますとか、そういうのはお伝えしていきたいと思いますので、建て直す、このまま残して活用す

る、いろんな方法があるのだと思いますけれども、私の段階ではそれは答弁できませんので、いずれにし

ても何らかの形で貴重な場所でありますので、子供たちが学習の場として活用できるような、これからも

延命策ではなくて、さらに建物だけでなくて、中身が充実するように応援していきたいなとは思っており

ます。 
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  以上です。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  ぜひその辺の情報はいただきたいですし、私たちのほうからも県のほうへ県議会

議員を通じていろいろアプローチしていきたいなと思います。実際やっぱり５月の連休なんかは剣道の錬

成会であるとか、そのほかバスケットなんかも時期は違うのでしょうけれども、あるかと思いますので、

使いたい要望はあるわけですので、キャパ的にしらい自然館だけでは足りませんので、その辺もっと海青

も利用できればいいのかなというふうに思っておりましたので、その辺は情報的にこれからもお願いした

いと思います。 

  それで、先ほども１番委員の質問に入っていましたけれども、西遊佐小学校への小山崎からの出土品の

搬送というような予算の内容でございました。都市計画地内の制限があるにしても、実はこんな考え方が

ありまして、旧青山本邸を起点として、あそこの旧青山本邸を見ながら西遊佐小学校のほうに行くと小山

崎の遺跡であるとか、出土品があるとかというふうな、そういう一つのコースができるのかなというふう

に思っています。そういう意味で都市計画内ということで、なかなか使いづらい面もあろうかと思います

けれども、これからまちづくりセンターも整備していく中で、そのような展示、常設展とはいかないまで

も土日、祝日展示ぐらいまでの行動が起こせるのかどうなのか、その辺どういうふうに見ていましたでし

ょうか。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えいたします。 

  先ほども答弁させていただきましたけれども、建築基準法と都市計画法のクリアのハードルが高いとい

うふうな認識を今持っております。そうした中で事前に相談した中では用途変更する、さらに一般公開に

たえ得る施設というふうになれば消防施設含めて、かなり高い設備の改修が求められるというふうに考え

ております。そういった中では不特定多数の人が参観するにたえ得る施設にするためには相当の改修費用

がかかるだろうというふうなことでありますので、まだ試算もしていないわけですけれども、試算する前

からどのくらいの金額がかかるかとやはり想像するだけでため息が出てくるというふうなことでもありま

すので、今のところまずそういった常設展示のようなものは無理だろうというふうな判断をしているとこ

ろです。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  また何か天文学的な数字が出てきそうな話になりそうですけれども、今使われて

いる菅里収蔵庫ももう手狭というよりも、トイレにまで積んでいるというような話も聞いております。な

かなかあのままにはしておけないということもありましたので、スムーズな保管庫の移行というふうにな

るのかもしれませんけれども、あるものは見たいわけなので、その辺はうまくできればいいかなというふ

うに思いますので、その辺今後ともよろしくご検討いただきたいと思います。この項をもちまして、教育

課のほうは終わりたいと思います。 

  産業課のほうに移りますけれども、ちょっと直接予算書の説明の中になかったわけですけれども、それ

以前にちょっといただきました概要的なものの中に計画ＩＤナンバーの568の農産加工施設整備事業調査

費というのが入っておりました。この内容をちょっと予算書の中で特定できませんでしたので、その辺も
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含めましてご説明願いたいと思います。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  農産物の加工品施設につきましては、振興計画のほうで３年計画をさせていただきまして、平成27年度

は調査、あと28、設計、29に建設というような予定で計画をしているところでございます。平成27年度の

予算につきましては、３目の農業振興費、ページでいくと46ページになるかと思いますけれども、その中

の報償費61万円ありますけれども、その中に５万円、農産物の加工品施設の視察研修時の謝礼ということ

で予算を入れてございます。あと残りが、もう一つ、その下の旅費になります。61万9,000円の中に農産

物加工品の要するに視察研修に行ったときの旅費を20万円ほど計上させていただいているという状況で

ございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  これは、農業振興費の中に計上されているというお話でございました。この視察

に関してはどなたが視察に参るのかというのと、それからどこにというようなことを少し予定されている

のであればお伺いしたいと思いますが。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  人選につきましてはまだ決定してはございませんけれども、農業振興係の職員

と私も行ければ行きたいというふうには考えております。場所につきましては、まず１つは隣の庄内町に

ありますクラッセさんの施設を近所でありますので、見せていただきたいと。あともう一点は、生活クラ

ブ生協さんと取引しているところで、そういう加工施設を持っているところがあったら紹介をしていただ

いて、そこに出向いていきたいなというふうに考えているところです。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  ぜひ職員の担当の方には行っていただきたいですし、この事業の中で一番問題に

なってくるのが誰がその加工をやるかということになりますので、その辺を、どうしてもその人選に関し

ては、誰がつくるかというふうになれば今の農協さんのほうがある程度人選の仕方がやりやすいでしょう

から、その辺も抱き込んでいただきたい。それから、遊佐でも生協さんのほうにいろんなものを出荷して

おりますけれども、生協さんのほうでも庄内にいろんなものが点在しているものですから、なかなか集約

するのが難しくているらしいので、遊佐を窓口にした、加工品を窓口にした遊佐の組織ができればなとい

うふうな考え方もあるようなので、何を加工するかということも含めまして、ぜひ生協さんのほうにも出

向いて品目、それからどんなものが欲しいか、どのような時期にどの量が欲しいかみたいなことも、この

３年間かけないででも、25万円でしたっけ。ちょっと少ないかもしれませんけれども、もう少し充実した

ものにしてほしいなというふうに思いますけれども、課長、いかがですか。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  委員ご指摘のとおり誰がも非常に大切でございますけれども、一番重要な部分は何をという部分という

ふうに認識しております。ＪＡ、または生活クラブ生協等々と十分協議をしていって、何をの部分をここ

１年間をかけて、どのような方向に持っていったらいいのかということを検討していきたいというふうに
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考えております。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  やっぱり農産物の加工となれば、これから稲作だけでは食っていけないというの

はみんなわかっているわけなので、その辺も含めまして、１年目は職員だけになるかもしれませんけれど

も、どんどん後半から補正予算組んでも私たちははいと言いますので、いるかどうかわかりませんが、ぜ

ひ補正予算組みながら充実のある加工品の事業としていただきたいなというふうに思います。 

  それで、48ページに恐らく関連していくのだろうと思いますけれども、戦略的園芸産地拡大支援事業補

助金がちょっと大きくございます。その辺の内容についてお願いいたします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  戦略的園芸産地拡大支援事業補助金4,000万円でございます。これは、重点振興作物の生産拡大に対して

地域の特徴を踏まえた園芸作物の重点化を支援する事業でございまして、県の補助が12分の５、町の補助

が４分の１、全体で３分の２の補助事業であります。３点ございまして、１つがパプリカ農家、これが総

事業費2,000万円で行う。あともう一つがアスパラガス農家、これが総事業費3,100万円で行うと。あとも

う一つ、ネギ農家が総事業費900万円で行うということで、３件の総事業費が6,000万円。これの３分の２

補助で4,000万円ということでございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  ３分の２補助ということで、町の補助分はその中にどのぐらい含まれております

か。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  補助率につきましては県が12分の５、町が４分の１という数字で、２つ合わせ

て、町県合わせて３分の２ということでございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  了解をいたしました。 

  そのずっと下のほうに経営体育成支援事業費補助金がございます。去年、26年産米あたりからちょっと

米の値段がかなり落ちていくし、ＴＰＰ絡みではどうなるかわからないということで、法人化も求められ

るというような話かと思います。この補助金の内容についてはどのような内容になっていますか。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  この経営体育成支援事業費補助金につきましても、これにつきましては適切な人・農地プランを策定し

た地域の中心経営体、要するに担い手となる方に対して農業用機械等の導入を支援する事業でありまして、

これも補助事業であります。今回予算を計上させていただいたのは１人の対象経営者のコンバインを導入

する事業に対しての補助でございます。事業費といいますか、コンバイン１台当たりの価格が1,296万円を

予定しております。それに対しての補助ということでございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  これは、コンバインの値段でした。実は組織的なものも今大変過渡期に来ており
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ます。地域営農組織は過渡期というか、中間の検討時期でありまして、最終的には法人化であるとか、株

式会社化を目指しているわけですけれども、遊佐管内で隣の集落で法人化を目指して今動き出しているわ

けですけれども、なかなか法人化、株式会社化というのは難しいことがございます。特に経理です。経理

に関しましては三、四年前から農協なり役場さんのお知恵も拝借しながら、ぜひ農家を育成してほしいと

いうふうにお願いもしていましたけれども、法人化、株式会社化の動きについて課長のほうでいろいろ情

報がありましたらお願いいたしたいと。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  まず、１つは集落営農組織で法人化を目指しているという部分でお聞きしているのが南西部と蕨岡と。

地区の団体で今協議を進めている中だというふうにお聞きしております。あと、集落で言えば下野沢、あ

とは杉沢のほうも当然基盤整備等の絡みもございまして、検討しているという状況のようでございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  なかなか自治体からの補助となると機械を買うとか、パイプハウスを建てるとか

というふうなことになってしまうわけですけれども、組織というのは酒田のほうでも大分進んできており

まして、いきなり地域営農組織を飛び越えて法人化に向かっているような地域もございます。どうしても

やっぱり経理であるとかその辺は外部のほうに、専門家に委託したりしているようでありますので、その

辺の指導方をやっぱり遊佐町においては産業課の役割なのかなというふうに思っておりますので、その辺

の対応のほうよろしくお願いしたいのですが、その辺いかがでしょうか。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  法人化に対する団体等に対する補助もございますので、そういったものを活用しながら法人化に向けた

取り組みに対して助成をしていきたいと、指導をしていきたいというふうに考えております。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  了解いたしました。 

  47ページにちょっと戻りたいと思いますけれども、下のほうから４項目ぐらいのところに水田畑地化基

盤強化対策事業負担金、これがちょっと７号予算で１度削って、また新たに仕切り直しというような感じ

の予算がついておりますけれども、この内容についてお願いいたします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  水田畑地化基盤強化対策事業負担金1,215万円の内容でございます。これは、平成26年度からの引き続

き事業でありますけれども、藤井地区の水田畑地化事業であります。県営事業ということで、平成26年度

も若干の工事費を見込んでいたわけでございますけれども、工事費がつかなかった関係で平成27年度に工

事費で9,000万円という予定で計上をさせてもらっております。町の負担分が13.5％でございますので、

9,000万円の事業費に対して1,215万円を町で負担するということでございます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  了解しました。いわゆる仕切り直しということで、ぜひお願いしたいと思います。 
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  これに関連して、地域生活のほうにお願いという感じになるのですけれども、藤井地域、あのように傾

斜地になっておりまして、今金俣― 畑線の側溝整備であるとか、かなり遅々として進んでいるというふう

に表現したいほどなかなか進捗度が低いわけですけれども、そういう農耕地にどうしても傾斜地であるの

で、大雨が降ったりすると雨水が流れていって、畑作物等々に支障を来しているというふうな区間もござ

います。その辺の内容については59ページあたりにいろいろ町道改良工事等々の項目がございますけれど

も、その辺の対応についてもお願いしたいのですけれども、金俣― 畑線の進捗と今後の予定についてお伺

いしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  お答えします。 

  路線名としては、町道畑― 藤井― 金俣線になります。その道路の改良計画ですけれども、今年度から始

まりまして、一応全体としては去年は金俣のバス停のところですか、そこから始まって岩野橋の手前まで

今年度分終わっております。27年度以降、27、28の２カ年で、あそこは何ていうのでしょう。ハッチョウ

トンボからおりてくるところになるのですか。上道をずっと行くと西側に折れるような形になって、広野

のほうに曲がっていくわけですけれども、その上のほうの通り、そこの部分が改良予定区域でして、そこ

の区間を３カ年で、26、７、８の３カ年でやる予定でございまして、今年度については岩野橋付近から500メ

ートルから530メートルくらい、そのくらいの延長を北側のほうに向かって整備をしていくと。一応傾斜

としては、どちらかというと岩野橋のほうに転がっている関係もあって、そういった形で下流のほうから

整備をしていくような。内容としては、現在の道路幅員、道路敷地を有効に利用して、側溝の整備をする

ことによって、路肩の部分を１メートルから２メートルくらいとか広げるような、そんな感じの改良にな

りますし、側溝も入れますので、先ほどお話あった雨によって洗掘される、そういったところは若干はカ

バーできるのかなと思いますけれども、問題は逆に余り水の流れがよくなって、その流末のところも問題

が出てくるということもありますので、その辺も検討しながら整備をしていく必要があろうかと思ってお

ります。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  もう10年前から私もお願い、何とかならないかと言われていまして、アスカーブ

対応というわけにもいかないかと思いますし、冬になればあそこはやっぱり狭隘な道路でありますので、

車幅等、道幅も確保できないかと思いますので、迅速な整備が必要かと思いますので、状況に応じてお願

いしたいと思います。 

  その上のほうに、59ページの上のほうにまた除雪機の購入費が計上されております。この内容について

もお願いいたしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  除雪機の購入ですけれども、平成27年度におきましても２台予定をしてお

ります。８トン級と11トン級をそれぞれ１台ずつ。これは、新規にというよりも更新、現在あるものを更

新をするという意味でございますので、今町で保有している16台、そのうちの２台を更新をする事業でご

ざいます。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 
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６ 番（阿部満吉君）  この２台を更新することによって一通りの更新の作業が終わるのかなというふう

に伺ったのですけれども、そんな感じでしょうか。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  はい、そのとおりでございます。今まで実施計画に上げながら計画的に整

備をしてきましたけれども、まずは20年超えと言われる本当の老朽化して、作業する途中で故障が相次い

だわけですけれども、そういったことに対しての更新としては一通り終わるという形になりますが、それ

ぞれまた年数が当然１年１年経過しているわけでございますし、雪の多いときの状況を見ますと今の16台

では若干不足ぎみという、担当者の話を聞くとそういったこともありますので、更新としては一応終わっ

たような形になりますが、増強等を含めて検討していきたいなというふうに考えております。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員。 

６ 番（阿部満吉君）  ことしの冬は雪が少なかったものですから、余り問題にならなかったかと思いま

すけれども、例えば図書館なんかは歴代図書館長になった人が自分でロータリー除雪機を買って除雪した

りとかというふうに頑張っておられました。今回は各小学校、中学校等も一緒に整備、まちづくりセンタ

ーまでもですか、除雪機も整備されてきましたので、そういうことはないわけですけれども、庁舎の駐車

場であるとかが一番ことしは本当に雪が多くて大変だったなと。その辺は総務課の管轄になるのかもしれ

ませんけれども、庁舎の除雪に対しても住民サービスとして、やっぱり除雪というのは大変大切な作業か

と思いますので、それもあわせてお願いをして私の質問は終わらせていただきます。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  役場の駐車場については各課計画的に場所を決めまして、１週間ごと交代

しているのですけれども、人力でやっております。ただ、役場にも小型の除雪車が配置になっております

ので、そういった機械も利用しながら、町民の利用するスペースでございますので、朝寒い中ではござい

ますけれども、頑張っているという、そういう状況でございます。ただ、本当の大雪なんかがあった場合

はやはり機械の出動がどうしても必要になります。そういった場合は町で今保有している機械があるわけ

ですので、そういった除雪機を使って除雪もしくは排雪をしていきたいと、そういう形で町民に対するサ

ービスは向上させていく必要があろうかと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部満吉委員の質疑は終了いたしました。 

  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  私からも質問させていただきます。 

  まず初めに、29ページの財産管理費でニュータウン青葉台の住宅団地分譲地新築助成金359万7,000円、

この内容について伺います。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  お答えいたします。 

  ニュータウン青葉台団地につきましては、現在11区画がまだ分譲が決まっていないと、こういう状況で

ございます。そして、平成26年度において、今年度予算になりますけれども、その段階で何とか分譲をし

ながら、しかもその分譲を実施した際には助成制度という形で補助を出すというようなことで、まず予算

化もして対応していきたいと、こういうことで平成26年度においては取り組んできたわけでありますけれ
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ども、今の段階で問い合わせは余り多くなくて、数件というようなことで、その上まだ分譲されないとい

うような現状で来ておりますけれども、来年度、平成27年度においても、まず一定そういう見込みの中で

実施をしていきたいという思いの中で昨年と同様に分譲１区画分を予算計上をさせていただいたというこ

とで、その１区画分がもし売れるということになれば補助金も出すと、出したいということで計上させて

いただいたところであります。この積算につきましては、最高価格帯の１件がもし売れた場合について２

分の１の補助をした場合の額で計上させていただいたということでございます。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  11区画の売れ残りであると。これは、26年度ほぼ１年過ぎるわけですけれども、

この制度が実質的に宅地については結局半分返すということなわけのようなので、半値で売るということ

になるわけですけれども、これ１年間通して１区画もまだ売れていなかったということですか。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  売れていないということであります。一般質問でありましたか、それでもご質

問いただいたこともありましたけれども、状況的には周辺環境が変わってきているという状況は確かにあ

りましたけれども、まだ売れていないという状況でございます。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  毎年地価は下がっているのですよね、現在の宅地、町内どこでも。それから、

農地も多分下がっているはずです。そういう状況において、１年前とまた同じことを繰り返すということ

になるわけです。私も１年前の今の定例会で青葉台について一般質問で伺った経過はあったのですけれど

も、それから１年たっても、また同じことを繰り返すのだということなわけです。販売状況からいえば、

宅地の値段はどこでも町内下がっている。町内だけでなく、まず全国的な傾向なわけです。酒田管内もも

ちろん下がっている。それから、田畑の値段も、農地の値段も下がっている。３％くらいは、新聞見てい

るとそのくらいは下がっているようです、大体において。その状況において、全く同じ条件でまた１年繰

り返してみようかという試みなわけですけれども、多分このままだとやはりまた同じ結果になるのではな

いかと思います。宅地については実質半値販売を繰り返すということなわけで、それとこの条件に該当す

ると住宅を建てるときの補助金というものは普通は幾らかあったと思ったのですが、それはないわけでし

たよね、この場合。その辺どうでしたでしょうか。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  青葉台の宅地分譲の補助交付につきましては、土地を購入いただいて住宅を建

設をして、居住された方に補助金を交付しますと、こういう要綱になっておりまして、補助金の交付額に

つきましては分譲地の購入費に２分の１を乗じた額ということで２分の１の補助ということで、１回限り

の交付という形でございますので、建物については該当していかないということになります。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  青葉台の団地に家を建てる場合は今のような状況だと。普通にまず青葉台でな

くて、普通に今まで住んでいた古い家を解体して、またそこに新築の家を建てたような場合は普通だと

70万円とか、若者世代が建てた場合は100万円くらいだとか、何かそういうのありましたよね。その辺ど

うでしたでしょうか。 



 
- 206 - 

委員長（那須良太君）  本宮副町長。 

副町長（本宮茂樹君）  地域生活課のほうで定住促進に関します制度を設けておるわけでございます。定

住促進住宅建設整備支援金の交付事業につきましては、住宅を新築する方、または中古、建て売り住宅を

取得する方に支援金を交付する。こういった場合については対象工事費の10％、上限を100万円としてお

ります。ただし、満年齢40歳未満の方、または遊佐町に転入される方については120万円ということで、

一定の条件の中で最高額120万円、そして100万円と、こういう形で制度設計になってございます。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  ちょっと所管だったらしくて、ちょっとそこ気づかなかったのですけれども、

再度確かめることができましてよかったです。すると、普通だとすれば宅地についての補助がないかわり

みたいに100万円とか、あるいは40歳未満の方が建てられた場合は120万円とか、そういう住宅そのものに

対する補助金があるわけです。ところが、青葉台の場合はそれはないということになりますよね。住宅そ

のものに対する補助金はないということでしょう、今現在は。どうですか。 

委員長（那須良太君）  菅原総務課長。 

総務課長（菅原 聡君）  住宅地の分譲にかかわっては、そういう総務所管の部分での補助金はないとい

うことでございます。分譲地の購入については補助は出しますけれども、建物についてはこの分譲地の補

助制度の中では持っていないと、こういうことでございます。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  青葉台に住宅建てる場合は、宅地を買って、家を建てる場合は、分譲地、土地

については、まず半分補助という形になるということですよね。ところが、家そのものについてはその場

合は補助金はなくなるのではないかと聞いているのです。あるのですか。 

委員長（那須良太君）  本宮副町長。 

副町長（本宮茂樹君）  そのことにつきましては、青葉台については土地を買っていただいたときに補助

をするのではなくて、土地を買っていただいた土地に定住のために建物を建てていただいたときに土地の

購入価格の２分の１を建設費用として負担をしますよと。つまり建物を建てていただいて、定住をしてい

ただく。定住促進の意味合いの中で土地の２分の１をさせていただきますよと。建物に対してです。建物

を建てていただく段階で購入した土地の２分の１を建設の支援金としてお出しをすると。したがって、通

常ここにもありますように三百何がしを見てございますので、平均的に600万円とすれば、300万円を建物

建設に対する支援金としてお出ししますよと。したがって、通常の場合ですと先ほどお話ししましたよう

に120万円が限度ですから、それよりも大変有利な制度になっているという状況がございますので、私ど

もの庁舎内の会議の中でも定住促進に関する会議やってございますが、そのとき担当のほうからも問い合

わせございましたけれども、土地の購入価格の２分の１の支援とプラスアルファ、委員からご質問の例え

ば120万円、これを併用できないのだろうかという問い合わせも確かにいただいているようでございまし

た。現在のところは両方の制度を使っての支援という形には制度上なっていないという状況はございます

ので、このような形でご説明をさせていただいているところでございます。その後残念ながら購入という

結果にまでは至っていないという状況でございます。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤委員、所管ですので、この辺で切り上げてもらいたいと思います。 
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  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  建築費として土地代の半分を戻すということですよね。そういうことなわけで

すけれども、そのことと今の100万円か120万円の補助金というものを併用できないかという問い合わせも

あったということです。それはできないのだということになっていると、今の現状では。ということでも

って、まずそこの土地を買うことをやめたと。電話で問い合わせをした人は、やめたということになるわ

けです。結局は土地を買うことをやめたということになるわけです。ことしもまた同じことを繰り返すと

いう計画なわけです、この予算書を見ると。また同じような電話は来るかもしれませんけれども、やっぱ

りまたやめるでしょう、多分。要するに全然売るようなシステムになっていないです、結局は。この程度

のことで買う気は起きないです、普通は。私はそう思います。実際11区画売り残っていて、１年たっても

一つも売れない。多分ことしも全く同じことを繰り返すのではないかと思います。ですから、今現在役場

の制度としては併用できないということになっているけれども、せめて併用できるくらいにしないと買う

人はいないと思います、現実的に。それは、まず私の個人的な考えですけれども、まず申しておきます。 

委員長（那須良太君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  今斎藤委員から青葉台の質問いただいていますけれども、ちょうど20年前ほどに

造成が始まった。斎藤弥志夫委員と私が議会に来たときに造成始まった事業でございます。実は以前に買

った町民の皆さんと新たに買う皆さんとの公平性をどのように保つかということで、町としては弁護士さ

んに、町の顧問弁護士さんにお諮りをしました。お尋ねをしました。そしたら、半値で売ってはだめです

よとまず言われました。その中でやっぱり以前買って、それは当時何もなかった時代、またお米が１年分

ついた時代の購入と新たな時代での仕切り直しでの購入の中で、やっぱり公平性を行政は保たなければな

らないでしょうという弁護士さんの指摘をいただきましたので、そこで最高が今の制度、併用は難しいで

しょうという形をいただいているわけです。実際土地開発公社が解散した時点で、青葉台だけで7,200万円

町としては支払っています。ところが、私が就任してからまだ１件しか売れていないのが現状です。実は

上藤崎ニュータウンの区長さんからもう八福神はできたし、開きゆく西遊佐のシンボルとして何とかニュ

ータウンの売り上げに協力していただけませんでしょうかとお話ししたときに、上藤崎のニュータウンは

26年度で４世帯ふえたのだそうです。ところが、ニュータウンは北向きの段々あることがやっぱりなかな

か購入する皆さんからすれば嫌われているという話も伺っています。ただ、今八福神はオープンして、大

阪有機化学の社宅も今できましたので、26年度の末までそのような状況できていますので、これからもま

た努力はし続けなければならないと思いますけれども、弁護士さんから公平性を保ちなさいよと言われて

ご指導いただいたことについてはやっぱりそれは行政として、民間事業者なら、それは２割も３割も、た

たき売りも可能なのでしょうけれども、町民の皆さんの税金で七千数百万円で買った土地ですから、それ

はそれなりに民間事業者とはまた違う形で進めるしかやむを得ないと、このように思います。平成７年の

青葉台のニュータウンの造成がどのような将来性のもとに計画されたかは、私もまだその当時議会なりた

てでしたので、この中では伊藤マツ子委員しか多分説明は受けていないと思うのですけれども、なかなか

将来を見通した行政がなされてこなかったということがこのような結果になっているという現状だと思い

ます。 

委員長（那須良太君）  本宮副町長。 
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副町長（本宮茂樹君）  先ほど申しましたように庁舎内でも今24年から定住元年と位置づけて、25年の１

月に定住促進計画を立てて、それに沿ってさまざまな支援をやってございます。計画に基づいたいろんな

制度を設けてございます。そういったことを話し合う、どういう進捗状況にあるか、どういう状況にある

かということも含めて話し合う庁舎内の定住会議の中でもいろいろ意見交換をさせていただいておりま

す。基本的には制度スタートしましてから、一定の期間についてはその状況も見守りながら、適切な時点

でやはり見直しも考えていかなければならないであろうというふうに思ってございます。ただいま町長申

し上げました経過の中で、我々としては非常に思い切った、もう２分の１、金額にして300万円を超える

くらいの金額、これを支援する思い切った政策というふうに、支援策というふうに思っていたところなの

ですが、そういった形の中で選択肢の一つとして、先ほどありましたように電話での問い合わせもいただ

いたという結果になってございます。結果として何らかの、お名前も申し述べていただいてございません

ので、確認はできませんけれども、そういった中で大いなる選択肢は広がってきているのかなと。ただ、

実際委員ご指摘のように26年度においては実績としてはかないませんでしたので、今後の議論の中でもそ

れらのことを意見交換をしていくということで会議の中でも話し合いをしてございます。また、今町長の

ほうから藤崎ニュータウンのお話ございました。あちらのほうに入ってきたお客さんのほうに会議の中で

も、ではなぜそちらを選ばれたのかというアンケートといいますか、聞き取りをして、どうなのだろうか

というようなことも行いまして、聞き取りもさせていただきながら検討を進めたところでございます。ア

ンケートといいますか、聞き取りの中で出てきた声につきましては、企画課長のほうから説明をさせてい

ただきたいというふうに思います。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  ただいま副町長からありました庁内連絡会議を当課で担当しておりまして、

そして定住専門員を置いて、ワンストップ窓口体制をしいているという状況の中で、このニュータウン青

台住宅団地分譲地事業につきまして、何でこれまでこれだけ売れないで、売れ残りで来たのか。片や町長

からありましたとおり藤崎ニュータウンのほうは非常に繁盛しているという声が、状況が見えましたので、

１回アンケート調査してみようという話になりまして、聞き取りだったのですが、24名からお話を伺うこ

とができました。そこで余り目立ったお話というか、参考になるお話は実は余りなかったのですが、その

うち３人ほどの事例で申し上げますと、３名中２名が、これは最近の方です。実家の近くだったというこ

と、お互い青葉台も藤崎ニュータウンも近いとはいえ、そちらのほうが近かったということ、それからも

う一人は青葉台の現地を訪問したところ、これはたまたまだったと思うのですが、風当たりが非常に強か

ったという。まさに我々にとっての逆風が吹いていたという状況の中で、青葉台ではなくて、藤崎に判断

をしたということがございます。いずれにしても一帯は買い物は不便だということがありますし、いろん

な条件不利地でもあろうかと思います。ただ、先ほど町長からもありましたとおり最近状況がというか、

これから状況が変わってこようかと思います。これから追い風になってくるのだと思っております。高速

道路が整備になって、そしてハーフインターでありますが、インターチェンジもできますし、八福神もど

んどん充実しておりますし、今度まちづくりセンターも学校の跡地に改築なるということもありますので、

まさに西遊佐のあの辺一帯が西遊佐の元町になって、元町というか、市街地になっていくという、我々と

してはそんな捉えをしております。そういった好条件を追い風にして、ぜひ販売戦略をかけていきたいな
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と思っておるのですが、来年度につきましては先ほど来非常に語気を強められて、また同じことを繰り返

すのかというような話ありましたが、同じことは繰り返したくないと思っております。まず１つに、この

青葉台の事業につきましては総務課から企画課に業務を移したいと考えております。課を移したから、即

売れるという話にはならないとは思いますが、総務課からは普通財産としての管理はしっかりしていただ

きながら、うまく連携をとりながらということになりますが、うちのほうに移管された暁にはまずはいろ

いろと問い合わせ、反応があったところ、これハウスメーカーからもいろいろと問い合わせあるのです。

少しハウスメーカーをちょっと訪問しながらニーズ調査をしていきたいなと思っております。その上でダ

ブルメリットは受けられないという状況、それから顧問弁護士の法的な解釈もございますので、その間隙

を縫う形で少しプラスアルファのメリットをどう追加していけるのか、そういったところも検討していき

たいなと思っております。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  弁護士からもそういう指摘を受けているということなもので、余りむやみに不

公平になるような売り方もできないのだというふうなことですけれども、私は弁護士にもさまざまいると

思います。ですから、その辺も１人だけでなく、複数の弁護士にも聞いてもらいたいと思います、本当に。

違う答えの方も多分いらっしゃると思うので、さまざまおるはずです。ダブルメリットは今のところ不可

能だということですけれども、売り方としてはその辺も検討してもらわないと１年間一つもまた売れない

で来たわけだから、その辺もまず検討していただいたほうがよろしいのではないかと思います。副町長の

話では、今までない画期的な売り方だということですけれども、全く陳腐な話なのです。今さらそんな話

ししたって全然目新しくも何でもないです。ありきたりのことをやっているだけなので、そこは誤解しな

いでもらいたいと思います、本当に。 

  次に移ります。次のページで、30ページで陸羽西線高速化促進の連絡協議会で５万円ほどありますけれ

ども、これは陸羽西線の高速化というのは、高速化ということは新幹線のことなのでしょうか。ただの高

速化なのでしょうか。その辺ちょっと伺いたいと思います。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  お答えをいたします。 

  これまで休眠状態でありました陸羽西線高速化市町村連絡協議会、これをことしの４月より再開をする

ということで、従来の構成団体であります酒田市、庄内町、遊佐町、戸沢村、この４者で構成する組織を

また復活して、そのための負担金をそれぞれ持つというものでございます。ここでの事業再開に至った経

過もそうでありますし、その経過を踏まえての来年度の事業の組み立てにおいても、今委員おっしゃった

とおり目玉は山形新幹線庄内延伸というものに力点を置くということであります。 

  以上であります。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  新庄から酒田までの新幹線を持ってきたいということにつきましては、酒田市

長が中心になって、随分そういう提案もなされているようです。酒田市の予算案でもその辺の調査につい

て、予算として500万円ほどはついているようです、新年度の予算として。そのことについては大阪有機
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化学工業の社長の鎮目社長がかなりの鉄道マニアで、随分新幹線関係のことには詳しいようです。そのこ

とにつきましてはコミュニティー新聞にも詳しく載っておりました。また、地元の新聞にもそのことはか

なり詳しく書いておりましたけれども、ざっとした話ですけれども、前県でも一通り調査をしたことがあ

ると、新庄から酒田までの新幹線化については。県で調査したときには予算的には350億円かかるだろう

ということだったです。これは、大分前のことだと思いますけれども。ところが、鎮目社長によると新庄

― 酒田間というのは余り曲がっている区間が比較的少ないと。比較的直線、カーブはあるけれども、緩い

カーブで直線的であるということ。それから、トンネルが割と大きく掘られているということのようです。

だものだから、鉄道のレールの幅を広げるにしても、新たに大きな工事をする必要がないということみた

いです。だから、スムーズにやれると。恐らくトンネルの拡幅工事のようなものはしなくてもいいみたい

なことを言っていました。それから、最終地点になる酒田の駅ですけれども、そこも敷地が十分にあって、

今は使われていない敷地らしいのですけれども、敷地が十分にあって、新たに買って、土地をふやさない

とターミナルをつくれないようなものでもないということのようです。そういう事情もあって、非常に新

幹線化をしやすい状況にあるということのようでした。そして、予算面からいけば非常に条件的にいい条

件になっているので、１キロ当たり４億円くらいでできるのではないかと。こういうことになりますと、

酒田と新庄間は55キロありますので、鎮目社長によれば220億円くらいでできるだろうと、こういう見積

もりでございました。県の見積もりでは350億円、鎮目社長の見積もりによれば220億円。130億円も違う

わけなのですが、かなり前向きな捉え方をしておったようでございます。その説明会がありまして、酒田

のどこかのホテルだかであったのですけれども、市内外、市とかあちこちから500人くらいの方が集まっ

てその講演を聞いて、酒田市長もちろん、随分話が盛り上がったというふうな報道がなされておったよう

でございます。そういう形なものですから、ぜひ遊佐の町長からも頑張っていただいて、その実現に本当

に取り組んでいただきたいなと思います。これは、今のところただの話なのですけれども、もしこれが完

成すれば秋田こまちに似たようなタイプになるのではないかと思います。要するに乗りかえなしで酒田駅

から東京駅まで行けるということになるわけです。今新潟経由だと乗りかえもしなくてはならないし、時

間が余りないと駆け足で上りおりするような形にもなるので、余りいい条件ではないと思います。時間的

には酒田から東京駅まで３時間50分くらいだろうと、もし直通で行けるようになれば。そういう我々にし

てみれば夢のような話なのですが、ぜひそれを実現させていただきたいなと思います。また、いろんな指

摘があるのですけれども、山形県内というのは内陸と庄内がもう分断されているような傾向があるのでは

ないかと言われております。というのは、県内を１つのものでつなぐものがないような状況になっている

のだということです。ただ、高橋知事のときに新庄まで新幹線は来たのですけれども、米沢から新庄間と

いうのは新幹線ではあるのですが、ほとんど各駅停車のように新幹線がとまるので、余り時間のメリット

がないと、今のところは。そういうこともあるのですけれども、しかし酒田からもしそれが連結になれば、

駅を飛ばせば高速化は幾らでもなるわけなので、かなり県全体の発展にも貢献もすると思うし、我々庄内

に住んでいる人が東京に行く場合にも非常に行き方が楽になると、こういうこともあるので、この地方発

展の、庄内空港も大いにそうだったのですけれども、かなりの起爆剤になるのではないかと、このように

思いますので、それに対する町長の姿勢というものをひとつお聞かせ願いたいと思います。 

委員長（那須良太君）  時田町長。 
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町 長（時田博機君）  斎藤弥志夫委員には一般質問でも酒田と新庄の新幹線に大いに協力をすべしとい

う提案もいただいておりますけれども、私も酒田の本間市長の公約でつなぎましょうよと言っていました

ので、やっぱり庄内北部で定住自立圏提携した自治体として全面的に協力したいなという思いであります。

やっぱり県は、10年ぐらい前に調査したときは、今吉村知事おっしゃっていますけれども、奥羽本線のフ

ル規格化、そして羽越本線のフル規格化というのがその当時の提案でありました。考えてみますとき、奥

羽本線フル規格でいったら秋田が終点になるのです。羽越本線がフル規格でいったらやっぱり秋田まで。

新潟、秋田つながると山形県内がどこも接点が、内陸と庄内がますます接点がない状況になると思ってい

ますので、酒田市が陸羽西線100年祝って、大阪有機化学の鎮目社長を講師としてお迎えしてお話聞いた。

そのときの余りにもショッキングな情報に、酒田の商工会議所とか女性部の皆さんがぜひとも伺いたいと

いう形で先日の酒田でのホテルリッチ＆ガーデンでの会合、そのイベントにつながったと思っております。

やっぱり県都山形と酒田、庄内がやっぱり一体的につながることが人口減少社会、新幹線が来ないところ

は物すごく人口の減少が多いのだというデータがありますので、それらは今のまさに地方創生の時代の新

しい提案としてできるのではないかなと。大阪有機の社長のお嬢様２人が12月17日の社宅のオープニング

のときに、東京から始発で終点酒田という選択肢があれば、それは酒田にとっては観光から交流人口から

物すごい交流の武器でしょうねというお話をいただきました。それから、11月３日、私も東京から帰りの

飛行機がとれなくて、山形新幹線で帰ったときありましたけれども、米沢は何と新幹線で２時間でありま

す。東京から２時間ちょっと。ところが、新庄まで３時間半です。まさに山形県に入ってから本当に遅い

新幹線の状況であります。これらが酒田まで延伸することによって、途中の停車をとめるということと、

それからミニ新幹線のウイークポイントと言われています踏切の問題。やっぱりどうしても今までの線路

を活用した形でいくと、踏切がやっぱり車と人が、自動車が通るということで、課題があるのだそうです

けれども、それらがやっぱり解決になったときには米沢、まさに県の工業出荷額の３分の１以上を占める

米沢と、それから県都山形と庄内が一体的になるということは、それはそれは県内の経済にとっても、観

光にとっても、まさに交流人口の拡大にとっても、物すごいいい武器だと思っていますので、私としては

大いに応援をしたいと思っています。 

  １つおもしろい話ご紹介申し上げます。大阪有機の社長にこんな質問しました。ＪＲで羽越線を広げる、

いわゆるフル規格にするの賛成すると思いますかと伺いました。なぜなら今のＪＲ羽越線は、貨物輸送の

大動脈。九州から北海道まで最短距離で貨物を運べる最大のパーツだそうです、今ＪＲで。そうしますと

きに、ＪＲ貨物は申しわけないけれども、線路幅を広げるというフル規格に対しては恐らくＪＲ内でノー

という答えが出てくるでしょうと。今の羽越線の電車の状況見ますときに、客車は２両ぐらいであります、

ローカル線は。ところが、貨物は線路が、もう本当にポイントからポイントまで入り切れないぐらい長い

貨物の動脈であります。それら考えたときに、やっぱり実現可能なもの、それから早くできるものをやっ

ぱり今酒田がしっかりと動いているわけですから、予算的なものはまだ求められておりませんけれども、

それらについてはしっかり隣町としては応援をしていきたいと思っています。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  町長には新幹線が酒田に来る、来ないということは、本当にもう自分の町のこ
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とだと思ってぜひ頑張っていただきたいなと、このように思います。これについては以上であります。 

  次、56ページでインバウンドの観光育成補助金ということで650万円ほどありますけれども、これにつ

いての説明をお願いいたします。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  お答えをいたします。 

  インバウンド観光育成補助金650万円、これはＮＰＯ法人観光協会に委託するものでございます。観光

協会のほうから町の観光施策の一端といいますか、相当部分を委託等の形態でお願いをしているわけであ

りますが、これもその一環でございます。名称的には観光ビジネスモデル企画業務といった名称をもって

人件費に相当する部分を含めて交付することによって、観光事業全般に、万般にわたっての取り組みをし

ていただいております。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  遊佐町にも外国からの来られる方、旅行者といいますか、ある程度いらっしゃ

ると思いますけれども、26年度は25年度対比でどのような状況になっておるでしょうか。外国人から来て

いただいている人数についての割合といいますか、人数と割合ですけれども。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  資料持っておりますが、ちょっと今すぐ取り出せませんので、捜している間

別の質問に向けていただければありがたいかと思います。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  では、企画の課長にちょっと今その辺調べていただくことにしまして、その間

違うことをちょっとお聞きしたいと思います。 

  町民課のほうにお願いしたいのですけれども、町税関係ですけれども、町民税というのは、町民税の予

想としては個人、法人あるのですけれども、個人のほうが1,900万円の減額という予測がされております。

それで、この個人町民税が減った割合、これは勤労者が減少しているというのが原因になっているのでし

ょうかということと、また固定資産税も減額になっております。一応予想でしょうけれども、2,400万円ほ

ど。これは、やはり土地価格が減額になっていると、相場が。そういうことが減少しているのかについて

伺いたいと思います。 

委員長（那須良太君）  渡会町民課長。 

町民課長（渡会隆志君）  お答えいたします。 

  委員おっしゃったとおりでございますけれども、１つ、町民税の個人町民税についてはやはり全体的な

人口が減っていると。それにつけて団塊の世代がもう大分少なくはなっているのですけれども、まだ人口

構成の比較的多い労働者が引退しているということで、一応これは全く試算ではございますけれども、前

年比予算としては270人くらい減るのではないかという見込みでございます。さらに、1,900万円の減の中

身といたしましては、例えば今ちょうど確定申告の時期でありますけれども、どうも農業所得が大分減っ

ているというのが現実であります。町税全体としての割合は、農業所得者の税額はそんなに多くはないの

ですけれども、ある程度の減額の要因にはなるというふうに考えております。 
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  それから、固定資産税については委員おっしゃったとおりでございますけれども、土地については先ほ

どのお話にもありましたけれども、大体ここ数年毎年３％から５％土地の公示価格、あるいは調査価格も

下落しております。土地の下落につきましては、毎年固定資産税に反映されまして、税額の減額にはなっ

ています。さらに、今回は27年度は３年に１回の評価がえの年でございます。したがって、毎年の下落プ

ラス土地の見直しという部分が響きまして、ある程度土地が下落するということになります。さらに、同

じ固定資産税の中の建物については、建物は毎年減価するわけではなくて、税額としては３年に１回減額

しますので、その分が27年度については大きく下がるというふうに見ております。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  町税、勤労者が減少しているということと、それから農業所得ももともとそん

なに多くはないけれども、去年あたりの米価の下落で農業所得も下落していると。そういう要素が重なっ

ているというようなことでございました。また、固定資産税についても土地価格が毎年下落しているから

だというのがやはり一番大きな要因のようでございます。また、税収、税金の取り方としまして、納めて

いない方についてはヤフーのオークションというのがございました。今の現状でオークションについては

どのようになっているのでしょうか。これが初めて行われてから二、三年はたつのかなと思いますけれど

も、これをやるようになってから町税は集まりやすくなっているのかについて伺います。 

委員長（那須良太君）  渡会町民課長。 

町民課長（渡会隆志君）  お答えいたします。 

  ヤフーオークションにつきましては、インターネット公売でありますけれども、平成23年度から始めま

して、その年は１回だけだったのですけれども、それ以降24年度に３回、25年度２回、今年度３回実施し

ております。金額的には今現在もちょうど今週３回目が終わりまして、その統計はまだ出ていないのです

けれども、トータルとしてこの３年半くらいですか、の落札額という意味では100万円は超えております。

それでは、それで効果がどのぐらいあったのかということになるわけでありますけれども、こういった差

し押さえであったり、個人、個人の給与、あるいは預金の差し押さえというのはあったのですけれども、

こういった不動産、あるいは動産の差し押さえというのは今までずっとなかったわけでありまして、そこ

までもやり得るのだということを示すことができたというのは一定の効果があったのではないかなという

ふうには思っております。そういう意味で、啓発という意味では効果があったというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  町税に関しましては、軽自動車税だけが新年度予算としてはやや多く計上され

ているということで、あとほかのはみんなもう減額になっているということのようですけれども、やはり

これは現在の遊佐町だけでなく、全国的な経済の状況を反映しているものではないかなと考えております。 

  町民課長も今般の定例会、あるいは３月の末に行われる臨時会を最後に退職なされると聞いております

けれども、長い間役場の職員として勤務なされて、本当にご苦労さまでした。退職なされた後も町のため

に一生懸命貢献していただきたいなと、このように思います。本当にご苦労さまです。 
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  それから、37ページの民生費ですけれども、老人クラブの…… 

  （何事か声あり） 

１０番（斎藤弥志夫君）  できた。企画課長、お願いします。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  済みません。お待たせをしまして。できたというか、できないというかなの

ですが、ちょっと説明をしながら、数字も若干の説明をさせていただきたいと思います。例年200人ない

し300人の観光客を受け入れております。主に２泊３日くらいで遊楽里で受け入れているわけですが、大

体韓国の方でございます。24年度におきましては300人程度、25年度におきましては当初400人を超える

予約があったということでありますが、前年度並み、若干それを下回るかといったくらいの人数で、今年

度ちょっと私どうしてもメモが捜せませんでした。同等くらい、若干やっぱり秋田空港との直行便がなく

なったという関係からこれまた逆風が吹きまして、その分人数が少し減少したのかなと思っておりました。

推移としてはそういう状況でございます。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員。 

１０番（斎藤弥志夫君）  外国のお客さんが来ていただいたのは24年度が300人くらい、25年度も大体そ

のくらい、それから26年度も同じくらいだろうと、ちょっと下がっているかもしれないけれども、そのぐ

らいというお話でした。今年度、去年１年間なのですけれども、日本全体に来る外国人の数というのは大

幅にふえています。１年前は1,000万人に満たないくらいだったのですけれども、直近の１年間では1,360万

くらいではないかと予測されております。1,300万までは確実に来ていますので、年度末までどうなるかと

いう面、多少あるのですけれども、そんな状況なわけです。ですから、日本全体としては300万も400万も

多くのお客さんから来ていただいているわけなのです。最近よくニュースになるのは、特定の国の名前挙

げなくてもいいのですけれども、中国人の爆買いと言われるやつも非常に話になっております。１人で

50万円も100万円も買っていくのだと、こういうことなもので、これ実際は中国の国会と言われる全人代

でもこれは話になっています。何でこんなに中国人が海外から物を買ってくるのだと、これ全人代でも問

題になっているというか、取り上げられているくらいなのです。そんなこともあるわけですけれども、事

遊佐町においてはまずせいぜい前年度並みを確保しているのが関の山だと、こういうのが現状なわけです。

いかにもう観光部門が弱いかということだと思うのです。全国平均で３割かそこらもふえているのだから、

本当からいえば遊佐町に来られる外国のお客さんも二、三割ふえていないとおかしいはずなのです、本当

からいえば。ところが、なかなか努力してもそうはならないということなわけなので、これは私がさっき

から言っていますようにまだ新幹線も来ていないような面も多分にあるので、せめて秋田のように秋田こ

まちでも来ていればまた違うのでしょうけれども、そのくらいのものがまだないと、秋田こまちに匹敵す

るようなものもないと、酒田においても。そういうことも私は一つの原因になっているのではないかと思

うのです。非常に残念であります。ですから、その辺は町長初めとして本当に課長の皆さん、火の玉にな

って取り組んでいただかないと、もうなかなか容易でないのではないかなと思うのです。それは、町長に

改めて決意と頑張りを私期待したいと思っているところでございます。 

  それはそれとしまして、まだ１分ありますので、37ページの老人クラブの活動費補助金に180万5,000円

とありますけれども、これの内容について伺いたいと思います。 
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委員長（那須良太君）  本間健康福祉課長。 

健康福祉課長（本間康弘君）  お答えいたします。 

  老人クラブ活動費補助金の180万5,000円、内訳としましては連合会の活動への補助ということで38万

5,400円。一応2,435人の人数で単価40円というような、あと県から10万円、町から20万円という積算にな

ります。 

  もう一つ、クラブの助成事業として67団体、140万7,000円ということでございます。 

  以上でございます。 

委員長（那須良太君）  池田企画課長。 

企画課長（池田与四也君）  もう一言だけというか、先ほどの説明の修正をかけさせてください。300人

と申し上げましたが、これ延べ日数の数字でありまして、割る２と、150人と読みかえていただければと

思います。 

  なお…… 

  （何事か声あり） 

企画課長（池田与四也君）  終わりましたね。わかりました。 

  以上でございます。 

委員長（那須良太君）  10番、斎藤弥志夫委員の質疑を終了いたしまして、３時15分まで休憩いたします。 

  （午後２時５４分） 

 

              休                 憩 

 

委員長（那須良太君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  （午後３時１５分） 

委員長（那須良太君）  その前に６番、阿部満吉委員への答弁の訂正の申し出がありました。 

  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  先ほど阿部委員のほうから質問ありました除雪ドーザの購入事業計画につ

いて、こちらから返答した内容に誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。 

  27年度で更新が全て完了するとしていましたけれども、28年度までかかる予定でございます。つまりは

まだ４台20年を超えた除雪車があるということで、28年度まで更新、29年度から増強に移りたいというふ

うに考えています。よろしくお願いします。 

委員長（那須良太君）  ６番、阿部委員、結構ですか。 

６ 番（阿部満吉君）  はい。 

委員長（那須良太君）  それでは、２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  私からも質問させていただきます。一般会計のほうから質問させていただきます。 

  ページ数は48ページになります。６款の農林水産業費、１項農業費の３目農業振興費の19節負担金補助

及び交付金の48ページになりますけれども、最後、機構集積協力金交付事業補助金786万円と計上されて

おります。これは、農地中間管理機構の出し手への支援金であると思われますけれども、同じように収入
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のほうにも同じ金額が計上されております。この農地中間管理機構への出し手、受け手、いろいろござい

ますけれども、この予算に対するご説明をお願いいたします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  機構集積協力金交付事業補助金786万円の内容でございます。これは、ご指摘のとおり農地中間管理機

構の予算でございまして、内容といたしましては耕作者集積協力金、これが８ヘクタールを見込んでいま

して10アール単価２万円で160万円、あとそれから経営転換協力金、これが30万円の方が１名、50万円該

当の方が１名、あと70万円の該当の方が３名ということで、合計290万円。あと、地域集積協力金として

12ヘクタールを見込んでおりまして、これが10アール単価２万8,000円でございますので、336万円という

ことで、合計786万円の予算でございます。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員の質問の前に、説明員の本宮副町長が公務のため退席されま

したので、ご報告いたします。 

  それでは、２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  ただいま説明ありました。農地中間管理機構への出し手のほうの機構集積協力金

であります。この支援金、大分農地の移動には、農家として強力な支援金であると考えておりますけれど

も、ただいまご説明にありました経営転換協力金、0.5ヘクタール以下の30万円の農家が１戸、２ヘクター

ル以下の50万円の農家が１戸、２ヘクタール超の農家が70万円の支援金ということで３戸ということであ

ります。この出し手でありますけれども、今５戸という、５農家という言い方がよろしいのかちょっとわ

かりませんけれども、この５戸に対して経営状況、例えば高齢によるリタイアによる離農なのか、それと

も経営転換による離農なのか、その他さまざまな理由ございますでしょうけれども、わかる範囲で出し手

の今後の、どういう理由で集積に参加していただいたのかご答弁できるでしょうか。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  現在の農業の情勢から見て、離農する農家が大変ふえているということで、その原因を若干お聞きした

ところ、一番やっぱり大きい理由としては後継者がいないと。それから、米価下落に伴う要するに経営難

という部分と一番大きな問題はやはり高齢化という部分が一番の問題で、そこに後継者もいない、高齢に

なっているという部分で離農を考えているという状況のようでございます。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  今面積的には余り大きな面積の移動となっておりません。しかし、この786万円

というのは27年度の予算でありますので、これは27年度の予算で８町歩内外の移動があるというふうに、

その支援金という考え方でよろしいのでしょうか。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  今回当初予算案は786万円ということで計上お願いしているわけでございますけれども、当初予算の予

算要求する段階でまだ２回目の募集、我が町では２回目の募集になりますけれども、その募集の途中段階

であります。２回目の募集は、２月中に募集が終わりまして、面積のほうは大体出てきております。ただ、
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マッチング自体はこれからですので、その辺どうなるかはわかりませんけれども、その募集からいくと約

40ヘクタールの方が申し込みをされているという状況のようです。当初予算では見込みでございますの

で、約20ヘクタール分を想定して予算をお願いしているわけでございますけれども、そこはマッチング等

の絡みで今後もし予算が足りないということであれば、後ほど補正をお願いするということになるかと思

います。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  やはり農地を預けて農家を離農するというのでありますので、やはり賃借料とい

う問題が出てまいります。いろいろ場所によって賃借料も千差万別、違うのだと思いますけれども、中山

間部を除いた平野部でお聞きしたいのですが、土地改良区の工事負担金あります、土地改良に。まだ返納

金額が残っているような、土地改良の工事負担返還金の終わっていない田んぼにおいてはどのような賃貸

料といいますか、賃借料金の契約を結んでいるのか。また、土地改良の工事代金の終わったところもある

わけです。そういう場所に対しての賃借料。なかなか米価の低価格ということで、賃借料の価格も下落し

ている模様でありますけれども、同じ基盤整備内、遊佐町内の30アールの基盤整備、１町歩の大きな田ん

ぼ、いろいろ面積的にもあるわけですけれども、賃借料についてひとつお聞かせください。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  この農地中間管理機構において第１回目のマッチングを行った状況の中で、賃借料の部分を見てみます

と、10アール当たりの単価でまずほぼ２万円という金額と１万9,000円がほぼ７割、８割を占めておりま

す。あと、中には１万5,000円とか、あと中には特殊な例だと思いますけれども、5,000円というのもござ

います。ただ、それは賃借料におきましてはあくまでも相対で、要するにお互いに話し合いで決めていた

だくということになってございますので、月光川等の土地改良費の償還の問題というのはあるわけでござ

いますけれども、そこはあくまでも相対で決めていただくというのが前提になるかと思います。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  そうしますと、賃借料、相対であるということ、それで直接相対でありながらも

農地中間管理事業を通して行われるということ。その場合賃借料のただいま説明ありましたように5,000円

から２万円までいろいろあると。そういう情報ですけれども、農業委員会においてはそういう賃借を結ぶ

場合にそういう情報をお出しになっているのでしょうか。その点についてお伺いします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  あくまでも先ほど申しましたとおり賃借料については相対で決定するものであるということではござい

ますけれども、農業委員会といたしましてもある程度毎年参考賃借料という形で金額を農家の皆さんにお

知らせしているところでございます。平成27年度につきましては、これ一番いい反当の田んぼでございま

すけれども、１万7,000円という通知を流す予定でおります。これにつきましてもあくまでも相対ですと、

お互いに話し合いのもとで決めていただきたいという旨は当然文書の中には入れさせてもらうつもりでは

おります。 

  あと、なお酒田市は同じ反収で１万4,000円という賃借料の案を示すということでございますので、遊佐
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町といたしましては１万7,000円に決定したという理由については、１つは月光川地区の償還金の問題があ

るということで、こういう値段設定で提示をさせていただいて、これをもとにお話をしていただきたいと

いうことで資料を流す予定でおります。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  やはり月光川土地改良区の償還金の返還が残っている部分に対しては、それを下

回らないような値段での契約をやはり土地を賃借する場合は基準にしていただきたいと思います。 

  もう一点でありますけれども、賃借に関しては10年以上の契約というふうになっているようです。この

ご時世、今農政というのは猫の目農政と言われるように、いつ、常にどのように変化するかというのは予

断ならないわけでありますけれども、この契約は10年の間に変更できるものなのか。また、10年の間に売

り買い、賃借ではなく、手放したいと、そういう契約の変更等は可能になる事業なのか伺います。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  この中間管理機構の事業におきましては、基本的に10年を相手に対して貸し付けるというのが基本でご

ざいます。ですので、途中で売買が全くできないという話ではないはずですけれども、そこを途中で解約

になれば一定の違約金といいますか、補助金の返還が必要になってくる可能性があるということでござい

ます。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  やはりそういう10年という長いスパンで補助金の返還があるということは、大変

厳しい支援体制だと思いますけれども、やはり一番危惧するところは中山間地であります。平場の規模拡

大に対してはとてもいい支援策であると思いますけれども、やはり中山間地、耕作放棄地ならないように

農地を守っていくためには、やはり今農協さんで進めているように法人化に向けて、法人で引き受けてい

ただくと。転作に対しても、やはり飼料米いろいろありますけれども、放牧地などになっている部分に対

してはそのまま維持できるような状態を賃借しながら農地を守っていく、そういうことが大切なのだと思

います。それにはやはり中山間地をいかに集積していくか。この農地中間管理機構においても、出し手を

引き受ける農家が中山間地でいらっしゃるのかというのがとても疑問に思うところであります。中山間地

に関してどのようにお考えになっているかというのを１点お聞きするとともに、中間管理機構に、出し手

に対する支援です。農地を出したときの支援、先ほど３つほど支援協力金がございました。地域に対する

支援、また個々の出し手に対する支援２つ、この３つの協力金、これ全てに該当するような使い方は可能

なのでしょうか、その点１点お伺いします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  まず１点目、中山間の問題でございますけれども、確かに委員指摘のとおり中山間を出しても、なかな

か受け手がいないという現状であることには間違いないと思います。そういった厳しい条件ではございま

すけれども、今行っています中山間の補助事業、そういったものを組み合わせて法人でうまく引き受けて

いただけないかという考えのもとに中山間を救っていけないかというふうな考えは持ってございます。 

  あと、もう一つの中間管理機構の３つの協力金が全てもらえることが可能かというお話でございますけ
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れども、これは結論から申し上げますと可能でございます。例えば地域集積協力金におきましては、要す

るに集落単位で申請が可能ですので、集落以上の団体であれば申請が可能でございます。例えば南西部と

か蕨岡地区の集落営農組織が法人化をして、それでまとまって申請するということも可能でございますの

で、そういった場合にはこういった協力金ももらえるという形になるかと思います。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  とてもすばらしい支援策だと私は思います。 

  それで、ここに、資料に書いてありますけれども、認定農業者になりましょうと、そういう引き受け手

になりましょう。今度は出し手はいっぱいいるけれども、引き受け手がいないという状況が出てくるのだ

と思います。今課長さんの最初の説明にもありましたとおりやはりリタイアしたい人がいても、受け手が

いないと。受け手がいなければ出すこともできない。このマッチングを基準とした中間管理機構というこ

とで、やはり担い手をつくることが一番大切になってくるのだと思います。現在遊佐町において認定農業

者どのような状況になっているのでしょうか、お伺いします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  数ということでよろしいのでしょうか。ちょっとお待ちください。数字は後ほど…… 

  （何事か声あり） 

産業課長（堀  修君）  町といたしましても当然認定農業者、要するにナラシ対策の関係もありまして、

何とか認定農業者になってくださいというお願いをしてございます。新たに認定農業者の要件も、以前は

面積要件等があったのでございますけれども、今度外れておりますので、認定農業者には前よりはなりや

すい状況ではございますので、これからふえていくというふうな認識ではおります。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  以前認定農業者に登録した方々が何のメリットもないということで、取り下げた

という事例が大分あったと思うのです。 

  最後にもう一点、この農地中間管理機構には田んぼだけではなく畑、また果樹園等も該当になるはずな

のです。その辺畑地の畑作農家並びに果樹農家等の中間管理機構という事業そのものをご存じになってい

るのかというのは１点であります。 

  そして、畑作農家もやはり高齢化により大分畑が荒れてくるのではないかというような予想がされてお

ります。やはり畑に関してもこの支援利用いたしまして、耕作放棄地にならないような政策をとっていた

だきたいと思うのですけれども、畑作並びに果樹園の農地中間管理機構への参加について伺いたいと思い

ます。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  畑、それから果樹等々については本町で１回、２回募集したわけでございますけれども、その中には畑

等は出てこなかったという状況のようでございます。確かに我々の説明会等は当然行っているわけでござ

いますけれども、畑作関係者の出席は余り見られない状況でございます。我々も説明不足の点は当然ござ

いますので、そういった方で周知は十分これからしていきたいというふうに考えております。畑について
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も同様、要するに田んぼと同様にやっぱり受け手の問題が一番問題で、なかなか出してもらっても、マッ

チングできないという部分というか、その辺の問題が一番大きい問題になろうかと思います。そこもあわ

せて今後の畑作のあり方について十分検討していきたいというふうに考えております。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  この件に関しては、これで終わらせていただきます。 

  次に、一般会計の65ページ、10款教育費、１項教育総務費、２目の事務局費、20節、要保護及び準要保

護児童生徒就学援助費832万2,000円です。昨年より若干増額になっておるようであります。この予算につ

いてご説明お願いします。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答え申し上げます。 

  要保護及び準要保護児童生徒就学援助費につきましては、小学校で46名、中学校で44名、この人数を見

込みまして予算化をお願いをしたところであります。内容としましては例年と同じということになります

けれども、新入学児童生徒の学用品、さらには通学費用、校外活動費、給食費、体育実技用具費、修学旅

行費、こういったものに支出をするというふうなことでございます。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  私は、若干なりにも減少しているのかなと、今社会情勢でこの予算が多く見積も

られているのかなというふうに想像しておりましたけれども、今お聞きしますと90名、若干増加傾向にあ

るというふうなことであります。やはり貧富の差が多いのか、生活に対して大変な家庭が若干なりも増加

したということのようであります。 

  そこで、１つお聞きしたいのが個人情報の問題です。この90名の小学生なり中学生、要保護、準保護受

けているということが子供たちにわからないような個人情報の保護、どのように徹底なさっているのか。

もし子供たちに保護を受けていらっしゃることが気づかれるようであれば、やはりその子供に対しては負

い目になりますし、引け目になります。また、ある場面においても、いろんな場面においても、一歩引き

下がったような状態になりはしないか。また、そういう保護を受けていることでいじめを受けたりはしな

いのか。また、いじめを受けたことによって不登校等は発生しないのか、そういうことが危惧されますの

で、個人情報の管理はどのようになっていらっしゃるのでしょうか。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  要保護の認定等につきましては、要綱に基づきまして教育委員会会

議の中で決定をいただくというふうになっております。申請等につきましては、学校を通していただいて

いるということでありますけれども、学校と教育委員会とのそういった申請書のやりとりにつきましては

封をして文書のやりとりをしているところです。封筒に入れて、封をして文書のやりとりをしているとこ

ろでございます。ですから、文書送致の段階においても基本的には目に触れることはないというふうなこ

とで考えております。また、家庭とのやりとりにつきましては郵送で行っているということでございます。

生徒を介してというふうなことではなくて、郵送でやって、児童生徒の目に触れることがないように配慮

をしているというふうなことでございます。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 
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２ 番（髙橋久一君）  そうしますと、具体的に新入学児童生徒学用品費等いろいろ費用がございます。

この費用の受け渡しといいますか、我々の時代は集金袋というようなもので学校に持っていったわけです。

今そういう要保護に値する児童たちの集金方法といいますか、保護を受けてはいるけれども、集金はする

のかどうなのか、その辺の金銭の受け渡しについてお伺いいたしたいと思います。 

委員長（那須良太君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  今そういう保護を受けているということが周囲に漏れる。これは、子供たちを通

してという場合はどうですかということですけれども、一番やっぱり心配されるのは例えば学級費という

ことで集金、給食費もあるわけですけれども、滞納した場合に当然催促行くわけです、学校の事務を通し

て。そういうことが一番心配されます。今は準要保護、要保護もそうですけれども、認定を受けるご家庭

に対しましては当然一定のタイミングで支給されるわけですので、その分学級費分、集金する分、あるタ

イミングで引き去りして、残りを支払いしてよろしいですねという了解のもとに、中にはもらっておいて、

もらうだけもらって、学級費は２カ月も３カ月も納めていないという家庭も当然起こり得るわけですので、

あるお金は、使いたい要素はたくさんあるわけですので、そういうことのないようにお互いの了解のもと

にそういう部分は差っ引いてから支給すると、そういうこともやっておりますので、極力子供を通して督

促とか、そういうことの行かないようには十分、100％とは言いませんけれども、いろいろ工夫して配慮

しているつもりでございます。したがって、我々の耳には学校でそういうことで生徒指導上問題になった

という情報は今のところ耳に入っていないといいますか、そういう状況であるということもご理解いただ

きたいと思います。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  ぜひ子供たちには負担のかからないような環境で勉学していただきたいと思いま

す。 

  突然で大変申しわけないのですが、教育長は「山びこ学校」という作文集をご存じでしょうか。私もつ

い最近知りまして…… 

  （何事か声あり） 

２ 番（髙橋久一君）  はい、そうです。江口江一君の書いた作文というのは文部大臣賞を受賞しており

ます。その子の書いた作文、とても貧しいうちに育って、それをどうやって生活しようかという作文であ

ります。彼の書いた冒頭には、「僕の家は貧乏で、山元村の中でも一番ぐらい貧乏です」から始まります。

そして、最後には「僕の学級には僕より不幸な子がいます。みんなの力を合わせてその子を幸せにしまし

ょう」という作文で終わるのですけれども、ぜひそのように子供たちが育っていただければ最高だと思い

ます。私は、せめて義務教育の間だけでも学校教育無償にできないかと考えております。やはり少子化で

ありますし、もし学校教育が義務教育の間だけでも無償でできれば、こういう要援護の支援も要らないの

ではないかと、そのように考えますが、教育長、その辺どうお考えでしょうか。 

委員長（那須良太君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  義務教育は、教科書も無償ですし、文部科学省、国の施策としては中学校までは

無償と、これが基本であるというふうに認識しております。ただ、自分で食べる給食代とか、着る衣服等

につきましては当然家族の負担となっているわけですけれども、あと町長は高校まで医療費の無料化も全
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県に先駆けてやったということで、進めていく予算盛ったわけですけれども、学校の中での費用にかかわ

らず、子育ての支えの大きい町ということでは福祉のほうでもいろいろ頑張っていただいておりますので、

先ほど自然体験学習のバックアップもありました。ああいう施策については、遊佐町の取り組みについて

は県の教育委員会の、あそこは文教公安かな、委員会なんかの場でも話題になっておりますし、頑張って

予算をつけていただいておると私は、県内では思っております。ただ、給食費までただというわけにはな

かなかいかない状況はあるかと思います。基本的にやっぱり義務教育は無償というのが国の方針であると

いうふうに私は認識しておりますので。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員。 

２ 番（髙橋久一君）  やはり今教育長がおっしゃったとおり我が町では町長が先駆けて高校まで無料化

とか、町単ではまた別の補助事業もございます。特別にほかの地域と比べてみればすぐれた町であると私

も考えております。そういうところで子供たちが伸び伸び勉学できるように、これからも教育長には指導

していただきたいと思います。 

  これで私は終わります。 

委員長（那須良太君）  ２番、髙橋久一委員の質疑は終了いたしました。 

  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  それでは、本日多分最後になるのかなと思いますけれども、私のほうからもした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

  まず最初に、65ページです、一般会計。教育委員会のほうですけれども、スクールカウンセラーの謝金

等ということでございます。スクールカウンセラー、これいじめ問題だとか子供のケアの部分を担う方お

願いしているのだと思うのですけれども、これに伴いましてスクールカウンセラー、今どのような配置状

況になっているのか少しお願いします。 

委員長（那須良太君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋 務君）  お答えをいたします。 

  幾つかお願いをしているところがありますので、ちょっと細かくなりますけれども、申し上げたいとい

うふうに思います。１つは、特別支援教育アドバイザー、この方についてはお一人ですけれども、年間45日

程度、週１回というふうなことになります。さらには教育相談員、これは町費によります教育相談員１名。

この方につきましては、友遊スクールを拠点としながら、年間136日というふうな設定をさせていただき

ながら勤務をいただいております。それから、スクールカウンセラー、この方につきましては月２回、年

間24回程度お願いをしておるところでございます。主に中学校に行っていただいております。さらには同

じ方からペアレントトレーニングということで、こういった悩みを抱える保護者の方のご相談というか、

相談事業ということで年10回ほど対応をいただいております。このほかに日本海病院でのカンファレンス

も月１回程度ですけれども、準備をしております。さらに、これは予算とは関係ないわけですけれども、

県費の教育相談員も配置をされておりまして、週３回程度中学校のほうで対応いただいているというふう

なことでございます。 

  以上です。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 
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５ 番（赤塚英一君）  今るるご説明いただきましたけれども、これ予算書だけ見る限りではスクールカ

ウンセラーということで出ていますので、子供のケアの相談受けたり、いじめなんか多分一番メーンにな

るのかと思うのですけれども、この辺なのかなと思ったのですけれども、意外とこれ少ないのです、中学

校にいるのは。意外と少ないなと思いながら今ちょっと聞いていました。今小学校、中学校含めまして、

いじめの状況というの、ほとんど話は聞きませんけれども、そういう実際の状況、兆候とか雰囲気なんか

も含めて、この辺どのような内容だったでしょうか。 

委員長（那須良太君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  先般２月でしたか、青少年育成協議会でもお伝えしましたけれども、要はいじめ

防止対策推進法が昨年度から小中学校で実際的に始まっておりまして、町や県でも対応しなさいという、

望ましいということで、今進めているということは全員協議会でもご説明申し上げましたけれども、いじ

め対策防止法ができてきちっとするから、いじめがなくなるというふうには思っておりません。未熟な子

供たちですので、いじめということはいかなくても、意地悪したり、口げんかしたり、それによって傷つ

くということになればいじめられたという認識で捉えなさいということで、いじめはどの学校でも学級で

もまだ未熟な子供たち、生徒ですから、起こり得るのだと。それは、発達途上で当然いろんな場面で経験

して、そこでいじめる側に立ったり、あるときは意地悪されたり、その中でやっぱり人間関係を構築して

いくことが大事なのだということを学んでいく。そういうことであるという認識で捉えていただいており

ますので、したがって件数として、年度末の分間もなく上がってきますけれども、年度途中、２学期段階

で中学校で１認識したと、小学校で６件認識したと。ささいなからかわれたとか、からかったとか、そう

いうもの全部アンテナを高くしていただいて認知したということです。その中でも担任の先生が見つけた

というのが５件もあったというのは、やっぱり先生方がそれだけ意識を持って、あれ、おかしいのではな

いかな、どうしたのかな、人間関係という、従来であれば見過ごすといいますか、そのぐらいならいいか

ということで子供たちに任せたところもやっぱりいじめという捉え方で、担任任せではなくて学校全体で、

ある程度大変だなと思うものは校長まで届けてということで対応していただいているということをお聞き

しています。そして、中にはもう解決して心配ないという事例もあります。継続的にまだ子供たちの様子

を支えているという例もありますので、そういうのを学期ごとに報告いただいて、もし必要であればどう

ぞご活用ください、先ほどご質問ありましたカウンセラー、相談員等、そんなことで認識しております。 

  ついでに、いじめのご質問でしたけれども、これちょっと質問とは離れますけれども、お話ししていい

ですか。青少年育成協議会で申し上げました。あのときは酒田警察署の生活安全課長が来て、いろいろ青

少年のそういう犯罪行為等の数字も挙げながらご講話いただいたのですが、補導された青少年、これは小

中、高校、無職、有職青年まで入るわけですが、遊佐町在住の青少年がゼロであったという。それだけは

私はお聞きしておりますので、そういう意味では、これは学校内でのカウンセラーというシステムですけ

れども、これは子供たちだけでなくて、担任の先生の相談にも乗っていただいていますし、親御さんの相

談にも直接声かけていただいて頑張っていただいていると、そういうことでご理解いただきたいと思いま

す。予算が少ないのですけれども、十分、あるときは当然親御さんの相談となれば日中できないわけです

から、夜７時、８時まで指導主事と一緒に来てもらって、あるいは学校に行って親御さんの面談をすると

か、そういう機会も何回かあったなというふうに私は記憶しております。頑張っていただいておるという
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ふうに思っております。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。赤塚委員、マイク十分使ってください。 

５ 番（赤塚英一君）  はい、済みません。今教育長のほうからもいろいろお話ありました。非常に件数

としては、これは多いのか少ないのかというのはいろいろ議論あるのでしょうけれども、このくらいで済

んでいると。それも、校内での部分は早期の部分で見つけていただいて、いろんな対処してもらっている。

これは、非常にいいと思います。ただ、昨今先日も非常に痛ましい事件といいますか、川崎のほうであり

ました。中学生のお子さんが殺されるという事件がありまして、これは校内ではなくて、やっぱり校外、

学校の外の部分のつながりでの事件だったと私思っています。子供たちがいろんな場面で大変な思いをす

るときってあると思います、子供たちの中で。校内、校外含めまして、上下関係もそうなのでしょうけれ

ども、逃げ込む場所、逃げられる場所としてやっぱりスクールカウンセラーというのは一つの中核になる

ような部分だと思うのです。こういう方がいるから、万が一何かあったら相談に行けるよねという意識づ

けだと思うので、できれば常駐とまでは言いませんけれども、そういう学校の先生とはまた別個の部分で

こういう方がいらっしゃると非常に子供たちにとっては精神的に心強い部分あるのかなと思うのです。そ

れで、私こういう話しさせてもらっています。大人でもそうなのでしょうけれども、これある著名な方の

投稿といいますか、ネットのほうに出ていました。いじめられたときはひたすら逃げろと、どこまでも逃

げろと、南の島まで逃げたほうがいいのだという話を、そういうことを書いていました。この方はおっし

ゃっています。彼らは、君が死んでも何の反省もしないのだと。そういう部分が多分今回の川崎の事件に

象徴するような部分だと思うので、新年度予算で非常に暗い話でいかがなものかとは思うのですけれども、

こういう対岸の火事ではない。もう遊佐町でもいつそういうことが起きるかわからない状況ではあるかと

思いますので、そうならないように前もってケアをしてあげる準備きちんとしていただければなと思うの

で、この辺私のほうからのお願いとしまして質問終わりたいと思いますけれども、もし何かあれば。 

委員長（那須良太君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  天童市あたりはああいう大きな事件があったものですから、各校に新しい新年度

予算つけて置くということでしたけれども、私はそこまでする必要はないと思っています。学校でもし子

供たちが何か切迫したそういうことを感じた場合に逃げ込む場所は保健室なのです。担任外の養護教諭と

いう先生方がいますので、その方々が、けがとか熱出たときの手当てもそうですけれども、案外そういう

のは少ないので、やっぱり精神的にどうも居場所がないなというときに、やっぱり一つの逃げ込む場所と

して保健室があるのかなと。町内の養教の先生、小中合わせて６名いるわけですけれども、大変優秀なと

いいますか、そういう子供たちに目配りできるいい養教さんを置いていただいているなという思いでおり

ますので、校内ではそういう体制がございます。 

  あと、校外では友遊スクール、あそこは不登校でどうも学級の友達と会うのが苦手だと、嫌だと、学校

で友達と顔合わせたくないという、そういう若干名の子供が通っているわけですけれども、今年度通って

いる子供は卒業ということで、進路も決まったようでございますが、そこでは毎週水曜日、さっき言った

相談員の方のところで電話相談というのも設けてありますので、そんな形で学校でも知られたくないとい

うときはそういう体制もありますので、ご承知おきいただきたいと思っております。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 
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５ 番（赤塚英一君）  ぜひお願いしたいと思います。本当校内のほう、内側のほうではいろんな保健の

先生だったり、逃げ込むところもあるので、非常にいいのでしょうけれども、やっぱり校外の部分でのト

ラブルだったりというのが今後発生しないとは限らない部分があります。そういう部分ではやはり保健室

とはまた違った部分で、友遊スクールなんかはどちらかというとひきこもりだとか対人的なトラブルだと

思うのですけれども、事犯罪にかかわってくるといろんな問題が、大変な問題出てくるかと思うので、そ

ういうところも今後気にしながら、ぜひ子供たちの安全のために活動していただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に行きたいと思います。次、51ページです。林業のほうで少しお聞きしたいと思います。今回松くい

虫の防除委託料等ということで6,000万円ほど予算があります。これ担当のほうにお聞きしたら、やっぱり

いろんな松くい虫の関係だと、伐倒駆除だったり、樹幹注入だったり、いろんな部分をひっくるめてこの

予算だという話聞いています。先日の補正予算のほうでも4,100万円ほど松くい虫関係繰越明許で出ていま

した。トータルすれば１億円近いお金に今回なるわけですけれども、確かに松くい虫非常に広範囲に広が

っているという話聞いていますけれども、今回どのぐらいの規模を駆除する予定なのか、その辺少しお願

いいたします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  先日３月の補正でも4,000万円を超える金額を補正していただいたということで、今回の松くい虫の被害

につきましては11月、12月にかけて調査をいたしました。遊佐町の要するに被害木の数量がおよそ8,000立

米を超える数字でございます。この8,000立米につきましては、今回お願いした３月補正、それから12月

補正、一部９月補正も入ってございますけれども、その補正でその分は６月のマダラカミキリムシの発生

時期までに一応対応を終えるということで予定をしております。今回平成27年度でお願いします松くい虫

の伐倒駆除につきましては、およそ2,000立米を予定してございます。これにつきましては、被害、先ほど

年末に調査した8,000立米で終わっておりませんので、春にもう一度調査をかけまして、被害状況を確認し

て、その部分の対応に当てたいというふうに考えてございます。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  よく話題になります西海岸線の松林だったり、いろんな形で遊佐町は松の木、特

に西遊佐、稲川地区の方々は本当に力入れて保存のほうもされていますし、手入れもされていますので、

松くい虫で被害が出るというのは非常に悲しいことだと思っています。本当切るだけではなくて、やっぱ

りきちんと伐採した後きれいにしてもらって、その後に再度新しい苗なり植えてもらって、末永く保存し

ていただければと思うのですけれども、今回は松のほうがメーンになるわけですけれども、やっぱり遊佐

町の林業と考えたとき、非常に山の手入れといいますか、こういう部分はどうなのかなと前々からここの

場でも少しお話しさせてもらった経緯はありますけれども、なかなか里山の部分、人が入ってきれいにし

ているのかなというとちょっと疑問に思うのですけれども、この辺の状況わかる範囲で結構でございます。

お願いいたします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 
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  里山等も含めて、森林の細かい状況まではなかなか把握できない状況にはありますけれども、やっぱり

人が入らないということで荒れている状況であるという認識はしております。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  私もいろんなところ歩いていて、特に吹浦地区なんかだと杉林なんかよく見ると

きあるのです、小野曽あたりで。やっぱりきちんと間伐してなかったのか何なのか、私はその辺プロでは

ないので、わからないのですけれども、どうしても幹が非常に細いまま密集しているようなイメージがあ

ります。こういうのを見れば、やはり今課長おっしゃったとおりになかなか手入れが行き届かなくて、荒

れている原因の一つなのかなと思っております。 

  そこで、里山を何とかしたいなと。これは、結果として漁業であったり、保水の部分、災害の部分でも

非常に役立つと思うのですけれども、こういうのを何とかしたほうがいいのではないかなと少し思ってお

ります。例えば山をどうするのか、どのくらいの区画で分けたらいいのかは、これは議論ありますけれど

も、例えば５つなり、10ぐらいの区画に分けて、例えば１区画年間100万円で手入れをお願いしたいと、

例えば１グループ。それは、グループがいいのか、個人がいいのか、いろんなやり方あると思います。例

えばそういうやり方で、そこから例えば運び出すような経費の部分はまた別個に持ちますよみたいな形で、

山に頻繁に入ってもらう方法を考えるべきかなと思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  なかなかいい発想といいますか、ユニークな発想といいますか、私にはそういった発想はなかなか生ま

れてこないということでございまして、ぜひ議会が終わったらゆっくり話を聞かさせていただきまして、

林業行政に役立てたいと思います。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  ぜひ本当くだらないアイデアかもしれないですけれども、それを一つの発想にし

てもらえればなと思って話ししたら、いい反応返ってきたので、ちょっとうれしいなと思っているのです

けれども、何でこんな話しするかというと先日何げなくテレビ見ていまして、最近林業だとかに女性の活

躍というの結構あるらしいのです。それも若い女性の方、大学卒業してすぐぐらいの方々が結構あちこち

で林業でやっているというところあるらしいのです。前に、もう今局長になりましたけれども、今の局長

がそこに座っていたときに猟銃の話しさせてもらって、猟銃の免許の話しさせてもらったときに、あると

ころで女性が猟の資格を取って、非常に今あちこちで講演なんかもして歩いて、女性がそういうのに活躍

するような場ができたと。同じような形でやっぱり林業も最近女性の方が進出していると。非常にこうい

う表現が適切かどうか、雑な話になりますけれども、やはり若い女性が活躍するところには若い男性が一

生懸命入ってくるような気がしますので、そういうのでは一つの産業振興だったり、里山の保全であった

りという部分では役立つのかなと思っていましたので、そういうのを思ったもので、それ見ながらこうい

うのどうだろうなとちょっと思ったものですから、ぜひその辺いろんな形で若者だけではなくて、別に高

齢の方でも結構です。元気な方が山入ってもらって、元気に仕事してもらって、夜になったらおいしいお

酒でも飲んでもらって楽しく過ごしてもらえるような、そんな環境つくれればなと思いますので、ぜひこ

の辺も検討お願いしたいと思います。これにつきましてはこのくらいで終わらせていただきたいと思いま
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す。 

  次、地域生活課のほうにちょっとお聞きしたいと思います。まず最初に、61ページのほうに若者町営住

宅の建設関係予算出ています。用地取得まで含めると結構な金額になっております。この内容、どのよう

な町営住宅をつくろうとしているのか少しお願いいたします。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  お答えします。 

  今回計画をしている若者定住住宅、若夫婦向けのアパートの建設を予定しておりますけれども、規模と

しては１戸分が60平米、つまり大体18.2坪が４つ入った建物を２つ、つまり８戸分の住宅を建設をしよう

としている事業でございます。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  これは、建設の場所、今の子どもセンターの近くということで、隣接するような

場所として聞いていますけれども、そこでよろしいでしょうか。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  はい、そのとおりでございます。今予定している場所は、子どもセンター

の北側の農道を挟んで隣接する田んぼを購入をして、そこを埋め立て造成をして、町道も設置をするわけ

でございますけれども、そこに今言いましたアパートを建設をすると、そういう計画でございます。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  田んぼ部分を予定しているというお話でございました。これたしか振興計画でい

うと27年度単年の事業ということで確認しておりますけれども、田んぼの上に建物建てる。私のような素

人からすれば基礎の部分だったり、地盤の部分というのはどうなのかなと思うのですけれども、この辺ど

ういうふうに考えていますか。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  田んぼに建物を建てるということになりますので、そのままぬかるみの状

態になっておりますので、そこに住宅を建てるということは当然ながら無理でございますので、子どもセ

ンターの建設の状況を多分見ていることかと思いますけれども、要領としてはあのような形でして、田ん

ぼのやわらかい部分を取った後に良質土で埋め戻しをして転圧をかけて、そこに建設をしていくという形

になります。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  子どもセンターもそうなのですけれども、建物を建てるというのは非常にどうな

のかなというイメージを持っています。特に住宅でございます。やはり子どもセンターだとどうしても一

定時間、本当に短い時間しかいないというのあるのでしょうけれども、住宅となればまた話は違うのかな

という思いもあります。この辺短い期間で建設を行うに当たって、リスクってどのくらいあるのかなと思

うのですけれども、その辺少し説明願います。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  お答えします。 

  先日常任委員会のときに工程表を配付をさせていただきました。そこでいきますと、造成にかかるのが
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今年度としましたら８月から予定をしております。８月から造成をしまして12月まで、この工期でもって

造成、そして道路工事、そういったものを行う予定です。その後２月から建築工事にかかりたい。間は１

カ月ほどしかないわけでございますけれども、そこは造成をする際の転圧を念入りにやる。理論的には可

能であるということで、そこは念入りにやって、安定した土盛りをしていくと。そこの上に建物を建てる

という計画でございます。住宅だから、子どもセンターだから、盛り土の仕方が違うということは当然あ

りません。上に物が載るということを想定して、それだけの密度をもった埋め戻しをし、転圧をかけ、そ

この上に建物を建てていく。そこで建物については、当然支持力等計算をして、必要であればくい、そう

いった基礎をつくって、その上に建てていくと、そういうことになります。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  後で傾いたとかなんとかってないような形になれば、それはそれでこしたことな

いので、その辺は技術的なものはもう今大分進んでいると思いますので、課長が言うようにその辺は問題

ない部分なのかなと、技術的には問題ない部分なのかなと思うのですけれども、やはり若者住宅というの

は、若者向けの住宅、これは非常に前々からいろんな形で出てきて、やはり町長の施策でも一番目玉にな

る、今回目玉になるのかなと思っています。これしっかりしたいいものをつくっていただければと思うの

で、ぜひ後で結構ですので、工程表なんかもいただけると、さっき委員会のほうに説明したという話でし

たけれども、来ている。これか。ごめんなさい。もらっていました。黄色いやつでした。もらっていまし

た。これ見ながらいろんな方にもこういうふうにやるのだから、心配ないよと課長が胸たたいて言ったと

いうことで宣伝しておきますので、ひとついいものをつくっていただければと思っていますので、よろし

くお願いいたします。 

  町営住宅のほうはこのぐらいで終わりますけれども、もう一つ地域生活のほうにお願いします。61ペー

ジです。都市公園のほうで今回予算見ていました。振興計画見ていましたら吹浦の公園の遊具整備という

のがたしかこれが１年先送りになったということで、今回予算化ならなかったということで見ていました。

今年度の状況、振興計画のほうで延びた状況等少し説明願いたいと思います。 

委員長（那須良太君）  川俣地域生活課長。 

地域生活課長（川俣雄二君）  お答えします。 

  今委員おっしゃるように吹浦児童公園、この児童公園を振興計画上は平成27年度に整備を予定をしてお

りました。しかし、公園の土地の状況確認してみますと中には個人の所有地が点在しておりました。町の

所有地、個人の所有地が入り乱れた状態で入っている用地に永久構造物となるものを何千万円もかけてそ

こに整備をすることが果たして将来的に問題が起きるのかないのか、その辺についてはもう少し調査する

べきではないかということで今年度１年ちょっと先送りさせていただいて、ことし調査をさせていただい

て、できれば用地交渉しっかりもう一度させていただいて購入をさせていただければありがたいのかなと。

その上でその上にしっかりした遊具を設置をして、子供たちが安全に遊べる、そういった公園をつくるこ

とができればいいのではないかなということから、１年先送りをさせていただいたということでございま

す。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  状況はわかりました。振興計画と予算書だけを見ると、ただ単に１年送ったのか
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なというだけだったものですから、少しお聞きさせてもらいましたし、やはり結構あそこ保育園もすぐで

すし、保育園を迎えに行った帰りに少し、これからの時期でしょうけれども、春になって、夏になって、

日が長くなれば少し公園で遊んでから帰ろうかなんていう方もいらっしゃいますし、今の吹浦の子供教室

は小学校でやっていますけれども、防災センターできて、そちらのほうに移るなんてことになれば、やは

り遊び場としては非常に重要な部分になります。個人所有の土地がある云々ということで、いろんな課題

が出てきたということで今回１年先延ばししたというふうに理解しておりますので、この辺はやはり子供

たちも遊具のある公園で遊びたいというのもあるでしょうし、安全なところで楽しく伸び伸びと遊んでい

ただけるような状況を早期につくっていただける。その状況を、課長には大変だろうと思いますけれども、

しっかりやっていただいて、早期に遊具を設置して、いい公園をつくっていただければと要望して、ここ

は終わりたいと思います。 

  次に、済みません。いろんな形で数が予定していた数よりちょっと多くなってしまったものですから、

少し飛ばしながら話進めていきますけれども、次産業課のほうに少しお聞きしたいと思います。道の駅「ふ

らっと」の整備事業ということで、今回47ページのほうに予算が出ています。6,000万円を超える予算が

出ています。これ26年度の未実施分をあわせて27年度にやるということで予算化になったというふうに聞

いていますけれども、この状況、内容も含めまして少し説明お願いいたします。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  今回の予算を上げさせていただきました道の駅鳥海「ふらっと」のトイレ改修工事の平成26年度につい

ての分でございますけれども、平成26年度は女子トイレの改修ということで予算を計上させていただきま

した。ただ、国交省の補助事業があるという情報がございまして、その情報というか、その予算のつきぐ

あいをちょっと確認をしていたわけでございますけれども、結局それがかなわないという状況でございま

したので、女子トイレの分を時期的に遅くなったこともありますので、女子トイレと男子トイレを一体で

一緒に工事したほうが財源的にも有利であろうという判断のもとに、平成26年度は工事を実施しないで、

そのまま平成27年度に一体としてまた予算を再計上させてもらったという状況でございます。今回工事費

として6,545万円ほど計上をお願いしているわけでございますけれども、この内容につきましてはトイレの

改修工事が、これ男女合わせてでございますけれども、6,000万円でございます。あと、エアコンの更新、

これが450万円、それから防犯カメラの設置工事、これ２カ所予定しておりまして、これが95万円という

ことで合計6,545万円になってございます。トイレ改修の内容でございますけれども、男子トイレが洋式３、

和式１、小10という構成、あと女子トイレが洋式13、和式３というトイレの改修にあわせて、あとトイレ

の水の井戸水化も行いたいというふうに考えております。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  トイレの改修ということで、たしか前のときに説明受けたときは女性のトイレ改

修だなということで認識していたのですけれども、いつになったら工事入るのかなと思いながらよく通っ

て見ていたのですけれども、工事入っている形跡もないなと思いながらいたら、そういう形で延びたとい

うことでございまして、やっぱりああいう施設というのは非常にトイレのイメージというのは重要でござ

います。ぜひこれはいい形で整備してもらって、特に観光の一つの要所でございます。特に遊楽里なんか
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と違って宿泊とか目的、必ずしも何かの目的で来るわけではなく、来たついでにちょっとトイレ休憩とい

うのがあの部分の重要な施設を利用する目的なのかなと思っていますので、この辺はぜひいい形で、きれ

いなトイレをお願いしたいなと。特に女性のトイレというのは和洋問わず、やはり特に洋式は直接座る部

分もありますので、非常に衛生面だったり、イメージというのは重要になってくると思います。女性がい

いと言わないとなかなか人は来ません。口コミでも何でも、やっぱり女性の口コミというのは非常に強力

でございますので、ぜひこれ女性ががっかりしないようなトイレづくりというのをお願いしたいなと思っ

ております。 

  このほかにエアコンとか防犯関係ありますけれども、このほかに今回予算にならなくても、今後こうい

う部分の改修は必要だなという部分ってどのくらいあるのでしょうか。把握している部分で結構でござい

ます。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  今の段階で、現段階で総合交流株式会社のほうからこういったところを改修してほしいというお話は今

現在ではお聞きしてございません。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  きれいに使っていただいて、これも長寿命ではないですけれども、長く使っても

らえる方法がないかなという部分も考えていますし、これからパーキングエリアタウン構想が実際に計画

になって、形になってくれば当然移転云々という話もあるかと思いますけれども、そういう部分もあるの

で、経費もかければいいというものではなくなる部分いっぱいあるかと思いますので、ぜひきれいにして

いただければと思います。 

  「ふらっと」関連ですけれども、まず１つはこれは多分所管なので、答弁はあれですけれども、観光の

ほうには多分情報入っているのかなと思うのですけれども、最近毎朝私子供の朝の登校時に、特に女鹿３

部落の子供たちが十六羅漢の駐車場でバスおりるものですから、しょっちゅう行くのです。ほぼ毎日のよ

うに行っていますけれども、最近やたら車とまっているのです。いろいろ話聞いたら釣りの方が最近結構

いらっしゃいます。ちょうど私が行く時間になると、たもとさお持ってお帰りになる方も結構いらっしゃ

います。非常にそれもったいないと思いながら見ているのです。これからサケの稚魚が放流になってくる

とスズキが何か寄ってくるということで、それを狙ってくる方が結構いらっしゃるらしいのです。私余り

釣りは、魚は食べるのが専門で、釣るほうはほとんどしないものですから、わからないのですけれども、

聞くとそういう話あります。結構いらっしゃるのです。けさもいました。この海が荒れている中で大丈夫

なのかなと思いながら見ているのですけれども、遊佐町朝御飯食べるところってそんなにないのです。あ

の時間帯結構いらっしゃる方いるようなのですけれども、サンセットなんかあけたらどうかという話もさ

れることもありますし、こういうのを「ふらっと」を所管する産業課として、そういう部分を観光と相談

しながら観光客をうまくつかまえる一つの施策として、時期的なものもあるのでしょうけれども、あける、

朝の時間帯一部オープンするとかという話というのはなかなか出ないのでしょうか。その辺どうでしょう。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 
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  そういった魚の釣りをやる方は、要するに日中といいますか、日中は釣れないわけですので、朝早くと、

あと日が暮れるころ、それから夜というような釣りをなさっているようでございます。そういった意味で

あの辺であいているところはコンビニしかないという状況ではございますけれども、そのくらいの人数が

どのくらいあって、「ふらっと」で営業しても、要するに採算が合うのかどうかと、そういった面も含め

て状況のほうを確認させていただきたいと思います。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  営業ベースに乗るかどうかというのもあるので、なかなか難しい部分あるのでし

ょうけれども、コンビニでおにぎり買っていくのも、それはいいのでしょうけれども、寒い中で釣りをし

て、温かいそばでも食べて帰るというのも１つなのかなというふうに思っています。そういうのも含めて、

せっかくいい施設はあると。人も来ると。あとはどうやってそこの営業に結びつけるか、商業ベースに乗

せていくかというのは重要だと思いますので、この辺ぜひもっともっといろんな形で考えていただければ

なと思っておりますので、ぜひこの辺もあわせて、せっかくトイレをきれいにして、いろんな方を招き入

れる準備は整っているわけですから、この方々が気持ちよくお金を使ってもらえる状況をぜひつくっても

らいたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  あと最後に、予算書見ていて思ったのです。49ページ、これ産業課でございます。最近ちょこちょこ予

算書のほうで見ています。去年というか、26年度も見たような気がしましたけれども、マンガリッツァ豚

導入でございます。今回も70万円ということでございました。これ今どういう状況になっているのか少し

ご説明願います。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  この70万円は、ご存じのとおりマンガリッツァ豚の導入研究協議会のほうに負担しているお金でござい

ます。この協議会では、平成25年から引き続いて今年度も宮城大学のほうにマンガリッツァ豚の導入の可

否について検討してもらっているという状況が１つございます。 

  あともう一つは、マンガリッツァ豚を生体として日本には輸入できないという状況が平成25年度にはあ

りましたけれども、平成26年度にそれは農林水産省の働きもあって、生体としては輸入できる状態になっ

たということが１つ前進した点でございます。あと、協議会といたしましてはハンガリー大使館との交渉

を引き続き続けているという状況でございます。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  さきの補正予算のほうで山形牛のやつが、教育委員会のほうで消費拡大というこ

とで予算化になって、小さい予算かもしれないですけれども、そうやってやっています。マンガリッツァ

豚、これも結構私、いろんな防疫の問題だとか、いろんな生体の問題だとか、いろんな形で問題はあるの

でしょうけれども、導入できれば非常にこれはおもしろいのかなと思って見ていたのです。早いところ導

入できればなと思って見ていたのです。なぜかというと、これ去年もそうだったのですけれども、ことし

もまたやるそうなのですけれども、肉フェスご存じです、肉フェス。東京のほうでゴールデンウイークの

とき、ことしはゴールデンウイークのときだそうです。肉を食らうというイベントがあります。肉だけが

もうひたすら出てくるというイベントがあるそうです。ゴールデンウイークなので、地元ではお祭りもあ
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りますので、なかなか行くに行けない部分もあるので、映像、ニュース見たり、ネットで見ている程度し

かないのですけれども、例えばマンガリッツァ豚なんていうのは導入できれば非常にブランドとしては、

イベリコ豚というのは一番誰でも知っているブランド豚の一つだと思うのですけれども、これにまさると

も劣らないだけのブランド力のある豚肉になるのかなと。例えばそういうイベントで出せるようになると。

山形県でもトップクラスの豚肉の出荷量の遊佐町が満を持してマンガリッツァ豚を導入してきたと持って

いけば、それだけでもニュースソースになるでしょうし、遊佐町の農業振興、特に畜産の部分、こういう

部分では非常に大きい力になるかと思うのですけれども、これなかなか進んでいるのかなと思いながら予

算見ていたのです。この辺将来的な展望、これ協議会のほうといろんな話ししているのでしょうけれども、

この辺どうでしょうか。 

委員長（那須良太君）  堀産業課長。 

産業課長（堀  修君）  お答えします。 

  マンガリッツァ豚の導入につきましては、今現在ではそこまでお話しできる状況にないというのが実態

でございます。できるだけ早い時期といいますか、早い時期も含めて導入できるようにということでこの

事業を進めてまいりたいと思います。希望といたしましては、遊佐町に肉の導入ができて、子供たちにも

供給できるような体制ができれば町としても一番いい状況ではないかというふうに考えております。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  山形内陸に行けばやっぱり米沢牛、山形牛あって、牛肉は内陸では非常に全国的

にも有名なところがあります。先日もちょっと尾花沢のほうに行ったとき、尾花沢牛というのをいただい

てきたのですけれども、これまたうまかった。ちょっと高いなと思いながら食ってきたのですけれども、

うまかった。事庄内になればやはり豚肉。やっぱり庄内三元豚、これはもう庄内のトップブランドの一つ

だと思っています。ここにもう一つ大きい柱になるようなマンガリッツァ豚、またそれに匹敵するような

ブランドの肉が、豚肉なんかできるようになれば、非常に内陸と庄内ですみ分けもできますし、それはそ

れで先ほどの話の中でも新幹線の話もありました。これ延伸になったときだって、やはり米沢牛の駅弁も

食べたいし、例えば庄内の豚肉を使ったしょうが焼き弁当なのか、それは何なのかわからないですけれど

も、そういうのが駅弁として出てきてなんてなれば、非常にそれはそれでいろんな形で観光にもつながる

でしょうし、単純に農業の畜産の部分の振興だけではなくて、いろんな形で波及すると思います。ぜひせ

っかくこうやって予算つけています。できれば額は小さいですけれども、私はこれ振興計画に載せて、や

はりもっとやるべきなのかなと。同じ額でもやっぱり振興計画のこの冊子に載っているのと載っていない

のではイメージも違うのかなという思いもありますので、ぜひこの辺もうちょっと検討していただいて、

協議会にお任せではなくて、やっぱり行政も我々も議会も一緒になってブランドの確立というものを考え

ながらやりたいと思うのですけれども、ぜひその辺町長、今までの話聞いていて、少し総括的な感想で結

構ですので、お願いできればと思います。 

委員長（那須良太君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  新しい取り組み、そして民間が組織をつくってという形で支援をして３年目にな

ります。果たしてこれが順調にいってどのぐらいになるのかということも見分けなければならないという

こと、それは当然だと思いますけれども、やっぱり今ないものからあるものを生み出そうとする努力も大
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いに町としては支援しなければならない１つのことだと思っています。特にブランド化、６次産業化と言

葉では言うのですけれども、では何に対して向かうのですかと言われたときに非常に弱いなという思いし

ていましたので、馬耕の文化もあれ３年ぐらい支援してきたと思いますけれども、それらやっぱり民間の

力と、それから行政が後押しをしながら、そして大学の機関も絡んでいるわけですから、それらと一緒に

取り組むことによってこの地からまた新しいものを生み出すことができれば、地域にとってはこんなにす

ばらしい誇らしいものはないなと思っております。畜産ばかりでなく、農業、そして水産業もやっぱりな

りわいとして地域として生きていける。そして頑張れる。そして、若い人がなりわいにチャレンジしよう

という、そんな取り組みが進んでくれることを願っております。この間ちょっと聞くところによりますと、

水産のトラフグについてはもう大々的にやりたいと、そんな話も伺いました。東京の築地の市場がターゲ

ットだそうでありますけれども、かなり所得も生み出すことができるやに伺っております。やっぱりチャ

レンジするにはそれなりの将来このような形になりますよと、そのようなやっぱり先頭、先駆者、走って

いる方々をしっかり教えていただきながら参考にし、そして町として支援の体制は、めじかにもこれまで

やってきましたし、広いなりわいについてやっぱり町として支援していきたいと。財政の許す限りという

１つ前提があるのですけれども、それらしていきたいと思っています。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員。 

５ 番（赤塚英一君）  ぜひお願いしたいと思います。 

  今までお話しさせてもらいました若者住宅ができれば、やっぱり若い方々が遊佐町で生活してもらえる。

これは、もう将来に向けて非常に明るい話ですし、その方々がいろんな形で仕事につく。就業の場として、

これが今遊佐町が取り組んでいる例えば農業、水産業だったり、林業も含めて農林水産業の振興だったり、

企業誘致だったり、そういうところにもつながってくるわけですし、それがまた若者住宅に若者住んでも

らって、人口減少に少しでも歯どめがかける。これ非常に重要なことだと思っています。子供たちが健や

かに育つ。そのためにやっぱり教育委員会には頑張ってもらいたいなと思っていますので、これはこの課

がどうだとか、こっちの課がどうだとかという縦割りではなくて、やはり遊佐町の職員は職員として一丸

となって動いてもらいたいですし、我々もそれをできるだけ協力、バックアップできるような状況をつく

りたいなと思っていますので、ぜひ明るい遊佐町のために、この予算をいい形で生かしてもらいたいなと

お願い申し上げまして、私の質問は終わります。ありがとうございました。 

委員長（那須良太君）  ５番、赤塚英一委員の質疑は終了いたしました。 

  本日の会議はこれで終了いたします。 

  ３月13日午前10時まで延会いたします。 

  （午後４時４２分） 


